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学術研究ことに科学技術の進歩および高等教育への進学率の上昇は，近来めざましいものが

あり，世界各国に共通する現象である。それに伴い大学の設圃ならびに維持に要する経費は国

の経済の中で次第にその比重を増しており，そのあり方は現在および将来の社会にとって重要

な課題になりつつある。わが国においても大学財政は深刻な社会的問題のひとつであり，こと

にわが国に多分に特徴的な私学経営がきわめて深刻な様相を呈するに至っていることは周知の

とおりである。その状況の中で国立大学財政の問題は，それが国家財政の枠内におかれている

ため，ややもすれば特権的な庇謹の下におかれているように見られがちであるが，その構造，

運用および内容に立入って，国際的レベルにおける大学の維持と発展の観点から眺めれば，無

数の問題点を包含しているといわざるを得ない。

ことにわれわれが国立大学財政の抜本的な見直しの必要を痛感するに至ったのは，最近にお

ける大学の量的拡大に質的充実が伴わないばかりでなく，大学財政の内容における硬直化の進

行のため，大学本来の使命である研究・教育に充当すべき経費が実質的にはむしろ年を追って

貧困化しつつあるためである。この11:態をたんなる大学関係者の主観的視野において訴えるの

ではなく，われわれ自身客観的に国立大学財政の推移と現状を分析把握し，冷静な社会的良識

の判断に耐えうる問題の提示をこころみることこそ，事態のもっとも理性的な解決のための第

一歩であろう。国立大学協会第６常置委員会が昭和50年以来大学財政小委員会を設置し，本報

告書のとりまとめを企画した理由のひとつはこの点にある。国立大学財政の現状を詳細に叙述

した後，終章を「大学財政の逼迫」をもって結んだのもその趣旨である。

しかし，日本の国立大学財政の硬直化と逼迫の根底には，たんなる投資の不十分さのみでな

く，その運用ならびに運用の基礎としての国立大学財政制度そのものの問題点が少なからず介

在する。ことに大学の社会的位置づけ，本来の意味での大学の自治，一般行政的規制に必ずし

もなじまない大学の機能などの諸要素への財政制度・運用上の配慮が依然として未熟であり，

いわば官立直轄学校的残澄を多分にのこして，真に国民の大学に成熟しえない弊を，今般の研

究調査の後われわれはあらためて痛感する。しばしば日本の国立大学はダイナミズムに乏し

く，創造意欲に欠け，大学改革の実行においても怠惰であると評されるが，大学自体の創造と

変革のエネルギーの現実的展開が，財政制度とその運用の堅固かつ煩雑多層の呪縛によって封

じられる－面の存在することは見落とされがちである。日常的にはそのような制度・運用が財

政効率を減殺する作用をもつことも注意されなくてはならない。



もちろん国立大学それ自体，ことに直接に教育と研究に責任を負う国立大学教官および教官

によって構成される大学自身の管理機関にも種々の問題点が見出され，研究者の意識にも批

判・自省の必要があることをわれわれは否定しない。本報告書はその意味では国立大学の自己

検証でもある。いずれにしても，日本経済転換｣川にあたって，国立大学財政のあり方ならびに

その内容に関し，あらためて関係者の注意を喚起することは無意味ではないと考える。なお，

われわれは本報告書にとりまとめた事項のほか科学研究費，授業料，奨学金，大学財政の国際

ヨ

比較などの項目についても調査研究をこころみたが，このたびの報告書では割愛した｡
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Ｉ国立大学財政の基本的特色
■

」

1．「大学の自治」と大学財政

大学における学問の研究・教育が正しく発展するためには，そこで研究・教育にかかわって

いる人々が，学問そのものの要請に従って自主的に研究・教育を行なう「学問の自由」と，そ

れを実質的に保障するために大学がその管理運営に関して広範な自主的決定権をもつ「大学の

自治」とが認められなければならないことは，今日では広く承認されている事柄である。しか

し，「学問の自由」を実質的に獲得するためには，たんに大学の管理運営のための機関・組織

が大学外の諸勢力や国家から独立性をもつだけでなく，大学の研究・教育の遂行を支える物質

的諸条件の運用，すなわち大学財政について，大学が一定の自主性をもつことが是非とも必要

である。とくに今日の大学においては，研究・教育の水準を保ち，それをたえず向上させてい

くための経費はかなり巨額なものとなっており，大学の研究・教育の自主性は，その経費の運

用についての自主性をもつことなくしては，獲得することが困難になっている。

しかるに，わが国の大学，とくに国立大学は，財政上の自主的決定権をほとんどもっていな

いのが現状である。すなわち，国立大学の資金の大部分は国から提供されており，その資金の

会計はすべて国家財政の一部として位置づけられている。そして，国立大学の資金の配分・支

出・管理は，国の財政権の下に包括され，制度上は，大学はそれについて独自の権限をほとん

どもっていない。もっとも，国立大学予算の編成・執行にあたっては，大学自治の慣行に支え

られて，事実上大学の自主性が認められ，また，大学の管理機関が大学財政について事実上の

責任・権限を有している側面もある。たとえば，大学予算の重要部分を占める教官当積算校費

および学生当秋算校費の主要部分については，実際上，個々の大学が大学内で自由に配分・支

出することが認められているという，大学財政の運営上の特色がある。それにしても，それに

よって支えられる大学の自主性はきわめて限定されたものであることは否定しえない。

さらに，国立大学の資金の配分・支出・管理は，制度上国の財政権の下に包括されているだ

けでなく，一般の行政官庁の場合とほとんど同様に，それが国家予算の執行の一部として位置

づけられているために，その細部に至るまで，画一的かつ硬直的な法制上および行政上の制約

を受けている。

以上のような財政制度上の国立大学財政に対する規制の強さと関連して，大学財政が，諸外
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Ｉ国立大学財政の基本的特色

国と対比しても，また戦前の国立大学に比較しても，きわめて貧困であることが，大学の研究

・教育機能の自主的な遂行を事実上阻害している面があることを指摘しておかねばならない。

たしかに大学財政の規模は拡大してきたのであるが，それは，主として大学の還的拡大に伴う

ものであり，しかも大学の研究・教育の果たす役割がますます増大しているにもかかわらず，

国民所得増加率，国家予算増加率，物価上昇率に比して立ち遅れてる関係にある。そのため

に，大学における研究・教育の正常な発展，ことにその質的充実が阻害されていることは否定

できない。

句

2．大学の社会的責任と大学財政

大学は，知的活動を集中的に行なう場として社会によってその存在が認められ，支持されて

いる機関・制度であり，そのような機関として国民の要望にたえず耳を傾け，社会の期待に応

えるべき責務を有している。とくに今日では，大学に対する社会的要請が高まり，大学が社会

において果たすべき役割は，教育の面でも研究の面でも著しく増大してきている。それに応じ

て社会の大学に対する支出も増大してきており，とくに，国立大学にあっては，その資金の大

部分を結局は囮民の税金に依存しているのであって，この点においても大学は国民の要望に応

えるべき責務を有している。

しかし，大学が社会や国民に対して有している責任は，本来，学問そのものの要請に基づい

て自主的に研究・教育を遂行し，その成果をあげることを通じて果たすべきである。実用的な

研究・教育を行なう場合にも，大学が社会の必要としている教育水準や学問分野を十分に考慮

しつつ，独自の教育理念・研究方針に基づいて行なうべきものである。とくに国立大学の場合

には，一部の特定の利害に基づく社会的要請に左右されてはならない。しかし，今日において

は，特定の利害に基づく要請と国民や社会の一般的要請とは，しばしば分かちがたく結びつい

ており，両者を明確に区分することは困難となっている。しかも，国立大学に対する国民や社

会のさまざまな要請は，現行制度のもとでは，国の大学政策，大学行財政を通じて表現される

ことが多いために，その要請を受け入れることと政府に対して大学が大学自治に基づく日本件

を貫くことの間にはしばしば微妙な関係を生ずる。

大学における「学問の自由」と，大学に対する社会的要請との両者を尊重し，その調整を図

っていくことは，今日の大学，とくに国立大学が直面している，もっとも困難なしかしながら

重要な課題のひとつである。
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3．戦後改革と国立大学財政

3．戦後改革と国立大学財政

（１）戦後改革と「大学の自治」

第二次大戦後の民主主義的改革によって，大学と国および社会との関係は，制度上大きく変

化した。すなわち，一方では，思想の自由，表現の自由など国民一般の市民的自由が保障さ

れ，この一般社会における市民的自由の保障の基盤の上に，大学における「学問の自由」が約

束されるに至った。それに伴い，大学の研究・教育に対する行政府の権限も，本来的には一般

の行政上の指揮監督権と区別され，大学に対する運営上の指導・助言に限られることになっ

た。こうして，大学における「学問の1二1由」を実質的に担保するために，大学がその管理運営

に関して広範な自主的決定権をもつ「大学の自治」が，一般に認められるに至った。しかし，

他方では，国民の政府に対する立慰主義的コントロールの原則が制度的に確立され，国民に対

する民主的責任行政という要請から政府が大学に対して行財政上の統制を強化する途も開かれ

るに至った。とくに国立大学は，その際，政府の行財政権限に服する機関として位置づけられ

るにとどまったため，国民の立憲主義的コントロールを政府の行財政を通じて受けることとな

った。こうして，その後大学に対する社会的要請が高まり，大学が果たすべき社会的役割が増

大するに伴い，とくに国立大学は，「納税者の論理」から問われる社会的責任をいかに果たし

ていくかが，大きな課題となった。

以上のような二つの側面での改革は，戦後の大学制度改革による多数の新制大学の発足と相

まって，戦前において帝国大学教授のみが身分的特椛として認められていた「大学の自治」を

大きく変化せしめる方向をもった。「学問の自由」に基づく「大学の自治」と，大学の管理運

営に対する立憲主義的コントロールという二つの要請は，もともと相互に対立する側面をある

程度もっているが，それだけでなく，現実には，社会的責任に応えうる新たな「大学の自治」

の慣行が十分に形成されないままに，国民に対する民主的責任行政という名において大学の管

理運営に対する国の行財政上の関与が強化されていくという過程をたどったため，その社会に

おける役割がますます増大する中で，大学は複雑な矛盾をかかえこむこととなった。

召

（２）戦後改革と大学財政制度

戦後の民主主義的改革は，わが国の財政制度の全般にわたって行なわれ，それは大学財政に
鐘

まで及んだが，それは他面では，戦前の特BIj会計制度の下での帝国大学の場合よりも大学財政

の独自性を失わせ，また，大学財政に対する法的規制を強化することともなった。

旧帝国大学は，植民地における歴大な演習林を失うなど，その特権的地位を喪失し，また，

７



Ｉ国立大学財政の基本的特色

国立大学の財政がすべて一般会計に属せしめられ，その独自性を失ったが，それと同時に，国

家財政全般にわたって財政民主主義の原則が確立され，国会の予算議定権をはじめ，統一国庫

主義，単一会計年度の原則，均衡予算主義など，財政民主主義を実質化するための財政上の厳

格な諸制度が確立され，大学財政についても立憲主義的コントロールを実質化するための予

算・会計制度上の詳細な法的規制が加えられるに至った。

その後，国家財政についての財政民主主義上の諸原則はかなり崩れてきたが，他面では，国

民経済において国家財政の果たす役割の増大と財政の硬直化に伴い，行政面での予算統制が強

化され，大学の予算も，一般会計の中にあって，一般の財務行政と同様な規制を強く受けるよ

うになった。

昭和39年度から国立学校特別会計制度が復活し，これにより国立大学の予算制度はその運用

に若干の弾力性をもちうることとなったが，この特別会計制度は，これを所管する文部省の大

蔵省に対する自主性をある程度高めたにとどまり，文部省に対する大学の自主性の拡充には必

ずしもならなかったことは後にみるとおりである。

4．大学政策と国立大学財政

いうまでもなく大学政策は国のさまざまな政策の一部であり，それには，政府が展開する政

策の基本的動向が反映している。大学の財政は，国の大学政策に基づいて進められ，とくにそ

のときどきの経済情勢を反映した財政政策に左右される面がきわめて大きい。

国の大学政策は，高等教育政策，科学技術政策，医療政策，治安政策など，さまざまな側面

をもっているが，第二次大戦後の大学財政を大きく左右してきたのは，高等教育政策と科学技

術政策としての大学政策である。前者はとくに大学の教育に関係し，後者はとくに大学の研究

に関係しているが，今日では両者は分かちがたく結びついている。これをいま少し具体的にみ

れば，次のとおりである。

（１）昭和24年に国立学校設置法の制定により新制大学が発足した。それは，

①学問の自由の保障とそのための大学の自治の保持

②多数者のための高等教育の機会均等

③学問研究と一般教養教育と職業的訓練の三機能の統一

の三者を根幹とする理念をもつものであった。しかし，そのための教職員，施設等の人的・物

的諸条件は，はなはだ未整備の状態にあった。さらに，新制大学院制度の発足に伴い，昭和２８

年度より旧制大学から移行した大学に大学院が設けられたが，これは，独自の設備，教官，事

８



４．大学政策と国立大学財政

務機構をまったくもたないままであった。これらの悪条件が克服されたとは到底いえないとし

ても，貧困な大学財政の充実，とくに施設整備をはじめとする研究・教育条件の整備拡充のた

めの努力がみられた。大学設置審議会は，昭和25年以来，国立大学施設整備の全体計画の基本

方針について審議し，２６年に「国立大学整備計画要綱」および「国立大学総合整備計画」を決

定答申したが，これは，その後，長く国立大学の施設に関する施策の基本方針となったのであ

る。

（２）昭和30年代に入り，わが国の高度経済成長が始まったが，昭和32年，中央教育審議会

は，「科学技術の振興方策について」答申を行ない，科学技術者養成にかかる，

①学部・学科等の拡充と学生定員の増員

②大学院の充実

③大学附置研究所の整備充実と協力

④短期大学における科学技術教育の充実

等を実行すべきことを求めた。そして，昭和35年度までに，総計7,191人の学生定員増を実施

し，国立大学は，そのうち，4,456人（うち，短期大学460人）を引き受けている。なお，昭和３１

年には，大学設置基準が制定され，学科目制と講座制が固定化される等，新制大学の再編成が

明確になったこともつけ加えておく必要があろう。

（３）昭和35年に所得倍増計画が発表され，わが国の高度経済成長政策はさらに推進されるこ

とになったが，それは当然，理工系大学の入学定員についての一層の増加を要請するものであ

った。また，科学技術会議も，昭和35年12月の答申「10年後を目標とする科学技術振興の総合

基本方策について」において，同趣旨の見解を明らかにした。その結果，昭和36年度から昭和

38年度までの３年間に，約２万人の学生増募を行ない，国立は，大学，短大，高専を含め，全

体の約34％を受け入れた。なお，昭和32年の中教審答申の中に示唆されていた高等専門学校制

度が，昭和37年度に発足したことも特記する必要があろう。

一方，大学管理問題一般について，昭和35年から36年にかけて，池田内閣は大学管理法の制

定を意図したが，結局，その意図は中止された。しかし，昭和38年に中教審が，大学財政につ

いても詳細にふれる答申を公表し，大学財政の弾力的運用の必要性を強調しつつも，答申自体

においては特別会計制度の採用を決断するには至らなかったにもかかわらず，後述する経過に

よって，昭和39年，国立学校特別会計法が制定されるに至った。この特別会計法が，政府の高

度経済成長政策，科学技術振興政策の流れの中で誕生したことは，留意されてしかるべきであ

ろう。

（４）昭和40年代の前半は，当初不況に陥ったものの，高度経済成長は続いていた。この時期

は，また，敗戦後間もなく生まれた数多くの者が高等教育年齢を迎えたときでもある。そこ

で，いわゆる大学生急増対策が，この時期の大学政策の主要な課題のひとつとなった。これに
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Ｉ国立大学財政の基本的特色

は私立大学が大きな役割を担ったが，国立大学でも，昭和40年度から44年度までの４年間に，

13,922人（うち，短期大学が500人）の定員増をみた。その際，組織的には，国立大学の新設，

学部・学科の新増設の形をとる場合が多かったが，これらの組織のほとんどが，工学系を中心

とする自然科学系であったことも，前期と基本的歩調を同じくしている。それは，昭和38年以

降に試みられた修士課程の大学院研究科にもあてはまることである。

一方，新制大学の特色のひとつであった文理学部の改組とそれに関連する教養部の創設が進

められていった。このような，科学技術系に傾斜した，国立大学の拡充整備が行なわれていく

間に，一般的な国家財政規模の拡大化に伴う財政硬直化が昭和42年頃から問題とされるように

なった。その結果，国家予算の効率的運用と定員管理が具体的施策の対象となり，とくに後者

については，国立大学の運営にも深刻な影響を与えつつある定員の計画的削減が，昭和43年か

ら開始されるに至っている。

なお，ここで特記しなければならないのは，全国各地で生じた大学紛争である。その原因お

よび社会に与えた影響は深くかつ広いものがあるが，その結果，昭和44年に「大学の運営に関

する臨時措置法」が制定され，また，各国立大学の国有財産等の管理の適正化を目的とする措

置が強化された。その間，各大学においても，さまざまな大学改革案の検討がなされたが，そ

の中には，たとえば東京大学改革準備調査会管理組織専門委員会報告書(昭和45年３月）のよう

に，大学財政に関する抜本的改革を求める提案もなされたのである。

（５）昭和40年代の後半は，その初期には，大学紛争の処理，一般的な国の景気抑制策，大学

生急増対策の一段落等の事情から，国立大学の施設整備は一時的に低迷の時期を迎えた。しか

し，医療政策の観点にたった医学教育の拡充の必要性と大学紛争の経験を前提とした昭和46年

６月の中教審答申にみられる新たな高等教育機関設置構想も登場し，昭和48年度から，医科大

学の新増設，筑波大学の発足，さらに，人間科学部，総合科学部のような新しい学部の新設も

行なわれるようになった。ただ，昭和50年度以降の構造的不況，国家財政の一層の硬直化に直

面して，再び，大学財政も厳しい時期を迎えるに至っている。

このように，大学財政もマクロ的にみれば，国の経済政策，大学政策と密接な関連の下にお

かれている。各年代ごとに直接ふれることをしなかったが，高度経済成長政策以来一貫して流

れる科学技術振興は，各国立大学における自然系附置研究所，共同利用研究所，大型プロジェ

クト予算などにみられるとおりである。もとより，このような施策によっても，急速に進展す

る科学技術に関する研究費が十分にみたされていると判断することはできないし，また，自然

科学系と人文社会科学系の比重を単純に，予算規模とか学生定員，教官定員で比較することも

できない。しかし，とくに昭和30年代以降の大学政策が大学の鐘的拡大，ことにいわゆる科学

技術系につよく傾斜したものであり，大学のあり方が時の政策によって大きく左右される面の
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あることを指摘しておこう。
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Ｉ国立学校特別会計制度の概況

1．戦前・戦中の大学特別会計制度

昭和39年度から実施された現行の国立学校特別会計制度についての理解を助けるために，ま

ずここで，戦前・戦中の国立大学に関する特別会計制度の推移を概観しておこう。

わが国の大学財政に関する特別会計制度の淵源は，明治23年３月に，帝国憲法の施行に先だ

ち制定された「官立学校及図書館会計法」にまでさかのぼることができる｡この会計法におい

ては，学校ごとに会計が区分され，個々の学校が独立した会計を行なっていた｡学校財政の歳

入の中心となったのは国庫支出金であるが，その他に授業料，入学試験料，寄付金，その他の

収入金もそれぞれの学校が歳出にあてることができ，そして毎年度の歳入剰余金は学校ごとに

資金として積み立てられ，学校財政の自主性が図られていた。また，この会計は研究・教育に

関する経常的経費に限られ，学校の施設・設備に関する臨時的経費はこの会計から除外され，

一般会計の責任と負担に委ねられていた｡

大学財政に関する特別会計制度のもっとも古典的な時期は，明治40年から大正10年に至る時

期である。すなわち，明治40年３月に「帝国大学特別会計法」および「学校及び図書館特別会

計法」が施行され，帝国大学とその他の国立学校および図書館の会計法が区分された。帝国大

学以外の国立学校･図書館はひとつの特別会計に一括されたが，各帝国大学にはそれぞれ別個

の特別会計が設けられ，財政上特別の便宜が与えられた。

この時期の帝国大学の財政は，法制上は，「帝国大学特別会計法」の下に「帝国大学特別会

計規則」および「帝国大学経理委員会規則」によって運営されたが,それは次のような特徴を

もっていた。第一に，一般会計総予算額の増減に左右されない定額政府支出金制度が設けら

れ，その外に，授業料，病院収入，寄付金等の収入も各大学の収入とされ，また，特別資金と

維持資金とが設けられたために，大学は予算について長期的・計画的な運用が可能であった。

第二に，予算編成権および管理樵は所管大臣にあるが，予算の編成，決算，予算の流用等の審

議および予算執行の監督機関として，帝国大学総長を議長とする帝国大学経理委員会が設けら

れたため，大学は，予算の編成・執行についてかなりの自主性をもっていた。大学内の各講座

も予算の編成・執行について自主性が与えられていたのである｡第三に，予算科目の区分が慨

※以下に記述するところは，『国立学校特別会計制度のあゆみ』を参考にした点が多い。
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括的で，かつ予算の流用が比較的容易であり，その外に，年度繰越しや外国への前払いなどが

認められていたため，予算の弾力的な運用が可能であった。

しかし，実際には，その後の大学の拡充整備と経済的変動によって既定の定額支出金で大学

財政をまかないえない場合が多くなり，たびたび定額支出金について法改正が行なわれ,また

臨時支出金繰入れが増加していった。さらに，大学の新設・拡充が進むに従い,特別会計制度

が適用されない臨時費が増加し，また，新設の官立大学（単科大学）については帝国大学（総合

大学）と同等の取扱いをすることを認めなかったため，この古典的な大学特別会計制度は改正

を余儀なくされるに至る。こうして大正'0年には「帝国大学特別会計法」等が廃止され，新た

に「大学特別会計法」および「大学特別会計規則」が制定されたのである。しかし，この場合

にも，帝国大学以外の官立大学は一括してひとつの特別会計とされたが’帝国大学にはそれぞ

れ別個の特別会計が設けられ，とくに東京・京都の二つの帝国大学については定額政府支出金

制度が存続した。

東京．京都の両帝国大学の定額支出金は，大学の財政需要の増大に伴い，その後もほとんど

毎年のように改定され，また，定額支出金以外の政府支出金も依然増大を続け,両帝国大学の

財政上の独立性が事実上次第に失われていった。また，大正８年には，高等諸学校の大幅な創

設拡充に伴い，それまで学校特別会計には認められていなかった借入金制度が導入されて，高

等諸学校に対する特別資金の投入が行なわれた。そして，当時の財政整理の一環としての特別

会計の整理という財政一般上の要請を契機として，大正'4年に至り，大学特別会計法が全面的

に改正され，帝国大学とその他の官立大学を通ずる一個の大学特別会計となり，それと同時に

両帝国大学の定額政府支出金制度も廃止された。こうして，帝国大学，とくに東京・京都の両

帝国大学のその他の官立大学に対する特権的地位が失われると同時に,大学の財政上の自主性

も制限されていった。

その後，戦時財政の進展の中で，大学財政に対する国家的統制も強化されていったが,昭和

,9年に至って，「大学特別会計法」と「学校及び図書館特別会計法」とを統括整理した新たな

「学校特別会計法」が制定されて，帝国大学，その他の官立大学，大学以外の文部省直轄学校

を通じて一個の特別会計とする国立学校特別会計制度がつくられ，大学特別会計制度が廃止さ

れた。こうして，大学財政制度は，現在の国立学校特別会計制度と近似したものとなった。も

っとも，この特別会計は，帝国大学，その他の官立大学，大学以外の文部省直轄学校の三つに

区分整理されて予算が配分され，しかも，帝匡'大学については,依然として各大学ごとに予算

を単位化することが認められていた。

第二次大戦後，「学校特別会計法」は，昭和22年３月の「公債金特別会計法外四法律の廃止

等に関する法律」によって廃止され，昭和22年度から国立学校財政はすべて一般会計に所属せ

しめられるに至った。この改正は，当時の一般的な特別会計整理方針によるものであるが，そ
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れ以上に，戦争によって国立学校の施設設備が荒廃し，かつ戦後の経済変動が激しかったため

に，特別会計制度によって国立学校財政を運用することが困難であったためである。

2．国立学校特別会計制度の成立

昭和39年度から施行された「国立学校特別会計法」を中心とする国立学校特別会計の構想

は，同年度の予算編成過程で財政当局から突如として提出されたもので，国立大学側の要請に

基づくものでなく，多分に国家財政上の都合によるものであった。もっとも，国立大学財政に

ついて特別会計制度を採用しようという意見は，新制大学発足直後から芽生えていた。

すでに，教育刷新審議会は，昭和26年２月の教育財政問題についての建議において「国立大

学財政問題」をとくに項目として大きく取り上げ，その中で，国立大学の拡充を図るために大

学財政の総合計画を策定する必要があることを強調したあと，次のように，大学財政を充実す

るために国立大学特別会計制度を設けるべきであると主張している。

「国立大学に対しては，一般の政治，財政の変動の影響を受けることなく，恒常的にその使

命を遂行するため国立大学特別会計の制度を設け，毎年予算をもって一定の支出金の交付を

保障するとともに，］ljF業収入，収入超過額，支出不用額，動産不動産より生ずる収入,寄付

金等を財源として，資金を蓄積し得る大学に対しては，これを可能ならしめる途を開く外，

予備金，借入金の制度を設ける等，大学の予算を充実するよう措置すべきである。

その特別会計の内容は，次の通りである。

１．国立大学全体をもって一つの特別会計とするが，各大学ごとにこれを整理区分するこ

と。

２．大学における歳出については，原則上その財源を政府の支出金による建前を堅持しつ

つ，資金より生ずる収入，授業料，寄付金その他の収入をも併せ考えること。

３．資金，予備金，借入金等の制度を設けること｡」

また，国立大学協会は，毎年のように政府に大学予算の大幅増額を訴えるとともに，しばし

ば大学財政の抜本的改裁を求めてきた。たとえば昭和29年６月には，「国立大学の財政計画を

樹立し，諸施設．設備の整備充実をはかるために」文部宿内に強力な審議会を設置するよう要

望する一方，同じ時期に国立大学協会第６常置委員会はその中に専門委員会を設けて，国立大

学財政の確立のために特別会計を設置する案につき研究を重ねている。

さらに，文部省においても国立大学の会計制度につき検討が加えられ，昭和30年には昭和３１

年度予算の編成にあたって国立大学医学部附属病院に関し特別会計を設置することの可能性に

ついて文部．大蔵両省の間でかなり具体的な協議が行なわれた。しかし，この時期には特別会
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計の設置についてなお慎重に検討すべき課題が多いとして，その実現は見送られたのである。

国立大学財政について，かなり掘り下げた検討を行なった中央教育審議会の昭和38年１月の

答申「大学教育の改善について」も，「国立大学の財政は，教育・研究上の必要に即して自主

性・弾力性を備え，かつ長期的観点からの計画的運用を可能とするものでなければならない」

としながらも，「国立大学の特別会計制度の採用は，なお慎重に検討する必要がある」とし

た。

ところが，昭和39年度概算要求の編成作業時期（昭和38年７月）を迎えるにあたり，大蔵省

は，国立大学の会計を特別会計に切り換えることにつき，文部省の意向を打診してきた。これ

に対して，文部省は，その利害得失を検討し，これを「国立学校の会計を特別会計に改めた場

合における問題点について」（昭和38年８月31日）という文書にまとめたが，採用の是非につい

ては結論を下すに至らなかった。しかし，その後も，大蔵・文部両省は，相互に，あるいは個

別に検討を進め，昭和38年12月段階に至り，大蔵省提案の骨子が固められた。その内容は，ほ

ぼ次の11項目にわたるものといわれている。

Ｌこの特別会計は，国立学校の内容の充実を図D，かつ今後における拡充整備を促進する

趣旨のものである。

２．この特別会計は，国立学校会計の独立採算制を目的とするものではなく，したがって，

一般会計の負担軽減を図る目的をもって授業料等の値上げを企図しているものではない。

３．借入金の制度を設け，財政投融資資金を導入して施設（病院）整備の促進に資する。

４．この特別会計において支払上現金が不足するときは，年度内の一時借入金をすることが

できる。

５．この会計の剰余金は，一般会計における剰余金とは異なり，全額この会計の財源とされ

る。特にこの剰余金の一部（歳入予算超過分）は，積立金として薇み立て，施設の整備に充

当する。

６．歳入予算の超過額については，病院等の経営に直接必要な経費にあてるよう弾力条項を

設け，その円滑な運営を図る゜

７．現在，国立学校の管理する国有財産は，原則として一切この特別会計の財産としていわ

ば出資されるものとし，今後その財産が学校としての使用目的に供されなくなった場合に

おいても，これを換価した代金は，従来のような一般行政の財源とせず，この特別会計の

歳入としてIIil立学校の内容の充実にあてる。

８．今後この特別会計の財産を処分する場合は，従来のように他の行政目的のために減額譲

渡または無償談渡することは，原則として行なわない。

９．今後一般会計の財産を国立学校の用に供するために，この特別会計に所管換する場合は

無償とし，この特別会計の財産を他の会計に所管換をする場合には，原則として有償とす
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２．国立学校特別会計制度の成立

る。

１０．この特別会計に属する不用の財産を処分してその代金を国立学校の内容充実にあてるこ

とを容易にするため，建交換を行なうに必要な予算枠と国庫債務負担行為枠とを設ける。

１１．研究費その他国立学校の運営喪については，特別会計にふさわしいように実情に即した

使用ができるようにする。

このように，行政的に大蔵省と文部省の間で検討されてきた特別会計問題が急速に進展した

ため，文部省は，同年12月19日に招集された国立大学協会理事会および第６常置委員会の緊急

合同会議で，従来の経緯と前記の11項目について説明するとともに，国立学校特別会計制度の

採用については，国立大学側の意見を聴いた上で，文部省としての最終的態度を決定したいと

述べた。ところが，翌20日の新聞報道等において，国立学校特別会計が正式に決定され，かつ

独立採算制を目的とする趣旨に解されるものがみられたので，国立大学協会は真偽を文部当局

にただすとともに，各大学の意向をはかった上で，協会の態度を決定するという趣旨の協会長

から各国立大学長宛通知を発した。国立大学協会は各大学から寄せられた意見を第６常置委員

会において整理検討し，昭和39年１月23日，国大協の第３１回総会において〆協会の意見を決定

した。その内容は，国立学校特別会計制度について，国立大学側に十分検討する暇がなかった

ことに遺憾の意を表するとともに，この制度の成文化および実施にあたっては，大学の自主件

が尊重されるべきこと，会計の運営上の重要事項については，国立大学側の意向が十分反映さ

れるような方途が識ぜられるべきことを指摘するものであった。また，とくに関係法令におい

て完全に実現されるぺきことを要するものとして，この会計が大学における研究と教育の円滑

な運営を保障し，すべての大学の人的・物的内容を充実させることを本旨とすべきものである

等10項目が掲げられていたが，このうち，成立後の特別会計制度に明確に取り入れられなかっ

たものは，国立大学を他の国立学校と区分すべきこと，特別会計全体として財政投融資の受入

れを行ないうるものとすること，の２項目であった（国大協意見については，２０頁所掲の資料参

照)。

以上の経緯を経た後，国立学校特別会計法案は，昭和39年２月11日に国会に上程され，同年

４月３日可決成立し即日公布の運びとなった。その主要な内容は後にみることとして,法案の

国会審議の間に，文部事務次官と大蔵省主計局長との間に交換された，次のような内容をもつ

覚書に注意する必要がある。

１．この特別会計は，国立学校の内容の充実を図D，かつ，今後における整備を促進する趣

旨のものである。

２．この特別会計は，国立学校の独立採算性を目的とするものでない。したがって，特別会

計にしたことを理由として授業料等の値上げを意図することはない。

３．この特別会計に属する不用財産を処分して，その収入を国立学校の充実にあてることを
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Ⅱ国立学校特別会計制度の概況

容易にするため，今後においても必要がある場合においては，建交換を行なう予算と国庫

債務負担行為の計上を図ることとする。

４．この特別会計の歳出の移流用については，教育・研究の実情に即して弾力的な取扱いを

するよう努めることとする。

この覚書によって，特別会計の運用の方針はより明確になったが，それは，この特別会計の

性格の実質が運用によって規定される要素が多いことをも示すものである。したがって，問題

はその運用の実際にあり，はたして，その後国立大学の期待およびこの覚書どおりの運用がな

されて今日に至ったかどうかはきわめて注目に値するところである。

3．現行国立学校特別会計制度の特色

国立学校特別会計制度の内容および運用の詳細については，後に個別にふれるとして，ここ

で，その概要をみておくことにしよう。

まず，国立学校特別会計の制度およびその特色として，次の点をあげることができる。

第一に，この特別会計は，国立大学附属病院を含むため，事業特別会計的側面もまったくな

いわけではないが，基本的には，いわゆる区分特別会計である。

第二に，この特別会計には，国立大学のみならず死他の国立学校も含まれる。

第三に，この特別会計の管理梅限の主体は文部大臣である。

第四に，この特別会計の特色としては，次のごとき制度をあげることができる｡

①長期借入金制度の導入

②剰余金の積立て

③財産処分収入

④財産の所管換における有償譲渡・無償譲受

⑤予算の移流用，国庫債務負担行為，一時借入金,委任経理，弾力条項，余裕金の預託,

支出未済額の繰越し等の弾力的運用

第五に，法律でとくに定められているわけではないが,国立学校特別会計の運用にかかる重

要な制度として，国立学校特別会計制度協議会がある。これは，国立学校特別会計法の円滑な

運用を図るためには国立大学協会と緊密な連絡を保つ必要があるとして，国立大学協会長と文

部事務次官との申合せにより，昭和39年６月に発足をみたものであるｏ協議会は，国大協・文

部省双方の関係者20名以内によって構成され，国立学校特別会計制度の運営上の重要事項およ

びその改善に関する重要事項を審議するものとされている。定例にひらかれる会議としては予

算概算編成前後の会議が主要なものである。予算概算についての国大協の意見は，別に，第６
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３．勤行国立学校特別会計制度の特色

常置委員会を中心にとりまとめ，総会の議を経て国立大学協会長から直接関係官庁に要望する

というルートがあるが，本会議は，国大協と文部省の意思疎通を図る場として意義をもってお

り，さらに，特別会計制度そのものの改善に関して討議をする場は，現在のところ，これを措

いてはないという意味でも注目すべき会議であると思われる。

以上の点を概括すれば，国立学校特別会計制度は，良い意味においてであれ，悪い意味にお

いてであれ，国立大学に関する財政制度を根本的に変革したものではない。一般会計の下にお

かれていた時代と比較すれば，会計技術的な意味において，国立大学全体の，したがって各国

立大学ではない，財政の弾力的運用を可能ならしめるという点にメリットをもつ要素があると

いうことができ，また，その点に鑑みて，制度改正時の手続的不備に遺憾の意を表しながら

も，国大協が，これに全面的に反対の態度をとらなかったものとみられるのである。

それでは，現実の運用はどうであったか。具体的な問題は後に個別に取り上げることとし

て，ここでは，先の文部事務次官と大蔵省主計局長との覚書，国立大学-協会意見書にあらわれ

ている主要な事項について，概括的評価を加えておこう。

第一に，一般会計からの繰入金による国立学校特別会計の充実に関していえば，それは，た

しかに選的には増大しているが，その伸び率は低く，したがって文部省一般会計におけるその

地位は低下している。当初期待されたほどには財政資金の投入はなされなかったということが

できる。

第二に，特別会計発足後，授業料等の値上げは行なわれたが，それは本特別会計の独立採算

的運用の結果とは考えられない。この点では，覚書，意見の趣旨は守られていると思われる。

第三に，弾力的運用に関しては，その実績がないではないが，十分活用されているとはいえ

ないものがある。

第四に，不用財産の処分の財源充当，建築交換制度も，制度上の利点は十分には活用されて

いない。

第五に，この特別会計制度のシステムからすれば，当然のことであるが，個別大学の財政自

治が，拡充されたことになっていない。

このように，国立学校特別会計制度はその設立過程で，期待されたようにも，逆に危倶され

たようにも運用されてこなかったといえるであろう。しかし他面，運用の如何によってはこの

特別会計のメリット，デメリットが増幅されることが十分可能であるので，今後とも合理的な

運用の実現を目途とする努力が必要であると思われる。
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Ⅱ国立学校特別会計制度の概況

匡団

国立学校特別会計制度についての意見

昭和39年１月23日国立大学協会会長

国立大学がその任務・目的を達成するためには，一般行政機関とは異なった独自の運営

が必要である。この見地から，国立大学の会計についても一般会計と異なった取扱をする

ことに異論はない。しかしながら，その具体的な制度及び内容については，大学の意見を

反映せしめ，大学にふさわしいものとするよう慎重な検討を要する。しかるに，今回提示

された国立学校特別会計制度に関しては，われわれに十分検討するいとまが与えられなか

ったことは遺憾であった。

従って，われわれはその内容について十分具体的には結論を得るにいたっていないが，

差し当り後記の諸条項の趣旨は関係法令において完全に実現されることが必要であると考

える。

国立大学の内容，施設は，新設大学はもちろん，旧設大学においても，極めて劣悪不満

足な状態にある。この現状を改善し，学術の水準を高め大学間の格差を是正し，大学の任

務の達成に支障なからしめるためには，大学財政をさらに拡充し，その運営をいっそう円

滑ならしめなければならない。その意味において，大学財政については，今後の検討に残

された問題は少なしとしないのである。従って，今回の特別会計制度の実施後において

も，その結果を検討し，改善をはかって行くことはもとより，さらに進んで，大学財政確

立の方策を研究する必要があり，常時右の検討・研究が続けらるべきであると考える。

なお，この制度の成文化及び実施にあたっては，大学の自主性が尊重されるべきことは

いうまでもなく，また，この会計の運営上の重要事項については国立大学側の意向が十分

反映されるような方途が講ぜらるべきである。

右の趣旨において当協会は，次の諸点について要望する。

Ｉ特別会計設置の趣旨と目的

(1)この会計は，大学における研究と教育の円滑な運営を保障し，すべての大学の人

的・物的内容を充実させることを本旨とすべきものであること。

（２１この会計は，国立大学財政を，永続的・長期的観点に立って自主的・弾力的・計画

的に運営することを可能ならしめるものでなければならないこと。

（３）国立大学の財政は，本来収支の均衡を期待することができないものであるから，た

とえこの会計の運用上企業会計の精神を活かすべき面があるにしても，そのことによ
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り国立大学の本来の目的の実現を妨げるようなことがあってはならないこと。

(4)国立大学の任務と性質にかんがみ，国立大学とその他の諸学校とを区分すること。

Ⅱ特別会計の運用

(1)この会計の運用に当っては，一般会計の負担を軽減するために独立採算をはかるよ

うなことがあってはならないこと。したがって，

６）剰余金，国有財産処分収入等の特別会計固有の財源があることを理由として，一

般会計からの支出を削減してはならない。

（ﾛ）授業料収入等の歳入の増大を特にはかるようなことがあってはならない。

（２）この会計においては，大学における研究と教育の円滑な遂行を可能ならしめる見地

から，一時借入金・繰越・予算の流用・継続費等の諸点において弾力的な措置が考慮

されなければならないこと。

（３）この会計は，また国立大学施設の整備促進，内容充実のために運用されなければな

らないこと。したがって，

（ｲ）この会計に属する国有財産の利用ないし処分は有償としてこの会計に帰属し，一

般会計の財産を使用または所管換する場合は無償とすることを原則とする。

（ﾛ）この会計は，施設の整備を促進するために適当な条件のもとに財政投融資資金の

受入れを行ないうるものとする。

し)この会計では，いわゆる建交換を行なうに必要な予算枠を設け，国庫債務負担行

為をなしうるものとする。

(4)この会計の剰余金は，全額この会計の財源とし，歳入予算超過分の一部は，積立金

として積立て，施設整備のために歳入に繰入れるものとすること。

(5)歳入超過額については，弾力条項を設け，予算の円滑な運営をはかることとするこ

と。

(6)剰余金，歳入超過分，国有財産の処分等によって生じた財源は，それらの発生した

事情を考慮しつつ，（81の目的に沿うように使用すること。
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Ⅲ国立大学財政の諸規準

1．規準の種類

国立大学財政は，現行法上は財政法以下の国の財務会計制度に関する諸法令の規制を受け

る。以下においては，その規制にかかる仕組みの概要と大学財政からみた問題点を指摘するこ

とにしよう。

国立大学財政に対する規制は，大きく，予算の運用に関するもの(以下，予算運用規準と称ぶ)，

財政支出の組織的な規準に関するもの（以下，組織規準と称ぷ)，歳出予算編成上の単価に関す

るもの（以下，単価規準と称ぶ)，会計管理・財産管理に関するもの（以下，管理規準と称ぶ）の四

つに分けることができる。これらの諸規準は，相互に関連しつつ，国立大学財政の運用の基本

的枠組みを構成しているが，その具体的目的および効果はそれぞれ異なったものがある。本章

で，大学行政上しばしば用いられる「基準」にかえて，「規準」という必ずしも一般に熟して

いない言葉を用いたのも，広く，大学財政の基本的枠組みを設定する国の規律を概観するため

である。以下，項目ごとに考察を行なうこととする。

2．予算運用規準

国立大学財政に関しては，すでにその概略について考察した国立学校特別会計法がある。し

かし，同法は国立大学財政についての自足完結的な法典ではない。予算およびその運用に限定

した場合でも，財政法，会計法等の国の財政に関する一般法が，国立大学についても適用さ

れ，国立学校特別会計法は，これらの法律に対して特別法たる地位を占め，したがって，この

特別法に規定がある限度で，財政法等の一般法の適用が排除される，という関係にある。

一般的にいって，予算の運用等に関する規律は，国民に対して，直接，権利・自由の制限や

義勝の賦課を行なうものではないので，国の内部法たる性格をもつ。しかし，国の予算の運用

は，国民の納付した税金を主たる財源とするのみならず，それが国民の生活にも重大な影響を

及ぼすことから，その公正を確保するため，行政府の自由に委ねることなく，法律によって規

律されることが必要である。この理は，日本国憲法の下で一層妥当するところであって，上記
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Ⅲ国立大学財政の諸規準

の諸法もこの目的に従って制定されたものである。もっとも事柄が技術的にわたる事項は，必

ずしも法律のレベルで規律することに親しまないものがあること，また，内部法的性格を有す

ること等の理由から，予算の運用に関しては，政令以下の行政立法さらに通達によって規律さ

れている分野がきわめて広いことにも注意する必要がある。

しかし他方において，大学予算は，大学における研究・教育に奉仕する目的を有し，必ずし

も，法令による一律的かつ硬直的な取扱いになじまないものがある。各国立大学における財政

の自主的運用が主張される所以である。その意味で，大学の予算の運用に関しては，法令主義

と自治主義の緊張関係が常に存在することになる。また，これを内容的にみれば，財政法の基

本原則とされている予算単一主義，会計年度独立の原則等の画一的適用からの一定の乖離の要

請となってあらわれる。そして，国立大学財政に関しては，国立学校特別会計（法）があり，

この点で，実定法上も，予算単一主義の例外が認められているわけである。特別会計設置の理

由およびその特色についての全般的な考察は別に述べたとおりであるが，ここでは，いわゆる

弾力的運用の中味が問題となる。この点に関し，特別会計法が直接規律しているものとして，

支出未済額の繰越し（法16条）と委任経理（法17条）とがある。このほか，予算の移流用，国庫

債務負担行為，弾力条項等は，予算総則においてそれぞれ定められることとなる。

これらの制度との関連で，次の点に注意する必要があろう。

第一に，弾力的運用にかかる諸制度のうち，委任経理以外のものは，必ずしも国立学校特別

会計にのみ認められているわけではなく，他の特別会計にも採用されている例が多い。また，

これらの制度は，特別会計自体の弾力的運用，いいかえれば，直接には文部大臣の大蔵大臣に

対する自主性に関するものであって，各大学の自らの意思による弾力的運用が保障されている

わけではない。

第二に，各大学独自の運用に委ねられるものとしては，まず，委任経理がある。この制度の

沿革は，古く，明治23年の「官立学校及図書館会計法」にさかのぼることができるが，若干の

変遷を経て，国立学校特別会計法17条に「国立学校における奨学を目的とする寄附金を受けた

場合において，必要があるときは，文部大臣は，当該寄附金に相当する金額を国立学校の長に

交付し，その経理を委任することができる」という形で,採り入れられたものである。そして，

木条の実施細目は，国立学校特別会計法施行令８条により，文部大臣が大蔵大臣と協議して定

めるものとされ，これに基づく，奨学寄附金委任経理事務取扱規則(文部省令)，奨学寄附金受

入事務取扱規程(文部省訓令)，奨学寄附金の取扱いについて（大学学術局長・会計課長通知）等に

より運用がなされている。委任経理については，国家資金以外の導入をめぐる基本的問題があ

るが，その点をさておくとすれば，これが歳入歳出外現金であり，歳入歳出外現金出納官吏

（大学の部局班務長がこれに任ぜられることが多い）により出納保管され，会計年度に制約される

ことがないこと，また，受入れ交付については，法文上は文部大臣が権限をもつとされている
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が，昭和42年以降，国際機関もしくは国際的に組織された団体または外国の政府，外国の団体

もしくは外国人からのものであるときに限り，国立学校の長はあらかじめ文部大臣の承認を得

べきものとされるほかは，法令の制限に反しない限り，国立学校の長の判断により受け入れる

ことができることとされている点で，大学財政のに1主的運用という点からは，重要な制度であ

るといえよう。

第三に，予算の弾力的運用として，一般に指摘されるものに，予算の移流用の制度がある。

この点について，財政法は，各項の間の移用は原則として禁止し，ただ，あらかじめ予算をも

って国会の議決を経た場合に限り,大蔵大臣の承認を経て移用することができるものとし(法３３

条２項)，目の間の流用も大蔵大臣の承認を経ることを要求している（法33条２項）のであるが，

承認に際しての要件については特段ふれるところがない。そこで，移流用制度の活用に関し，

国大脇側からも，国立学校特別会計法制定過程で要望がなされたところであるが（国立学校特

別会計制度についての意見。昭和39年１月23日。２１頁所載の資料のⅡ-(2)項参照)，この点は国立学校特

別会計制度実施の際の文部事務次官と大蔵省主計局長との覚書（昭和39年２月27日）に「この特

別会計の歳出予算の移流用については，教育・研究の実情に即して弾力的な取扱いをするよう

に努めることとする」と記されているにとどまり，法令自体に，何らかの手当がなされるまで

には至らなかったという事情がある。なお，昭和51年度特別会計予算総則第12条では，各項の

移用が定められている。

第四に，文部省の大蔵省に対する自主性にとどまらず，各大学（部局）における自由な財政

運用を担保するものとして，予算の行政科目のひとつである校費に注目する必要がある。校喪

の科目の基になる事項は，普通庁費，職員厚生経費，被服費，自動車購入費，自動車維持費，

運動場維持費，学生当積算校費，教官当積算校費，学生実習特別経費，研究特別経費，実験工

場経費，附属施設経費，学生厚生補導経費および設備・施設の更新充実費等である。このよう

に，複数の事項がひとつの目に含まれていると，それだけ支出の範囲が広くなり，したがっ

て，現行制度を前提とする限り，校費において大学（各部局）の自主的運用が保障されている

といっても過言ではなく，また，この点に鑑みれば，学生当積算校賢および教官当積算校費の

単価が重要なポイントとなろう。

第五に，国会の議決の対象となるのは，予算の「項」まで，すなわち，国立学校特別会計で

いえば，国立学校，大学附属病院，研究所，施設整備費がその主要な例である（ほかに，国憤

整理基金特別会計への繰入れと予備費がある)。そこで内閣は，この予算書および事項（大分類）ま

で記載された歳入歳出予定計算書に応じて，予算の執行を行なうことになるが，その場合，予

算の積算の根拠となった各大学の経費が，当然に，全額，各大学に配当されるわけではない。

そこには，国立大学特別会計全体の調整のため一定額が，いわゆる本庁留置予算として保留さ

れ，この部分の配分については文部大臣の裁量が加えられているのが現状である。
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Ⅲ国立大学財政の緒規準

第六に，以上は，歳出についての問題であるが，歳入に関しては，各大学において，授業

料，入学金等，一定の歳入源があることはいうまでもない。しかし，財産の売払い等のように

時価で算定されるものを除き，教室貸付料等の単IiIIiはすべて文部省の定めるところであり，か

つこれらの歳入は，すべて国庫，すなわち，国立学校特別会計に帰属する。また，各大学の歳

入の壁によって，予算の配当が左右されるわけではない。財産の処分についても，歳入の帰属

については同様である。したがって，歳入に関する大学の裁量権を通じて，大学財政の自主的

運用を図る余地は，現行制度上は存在しないのであって，この点は，将来検討すぺき問題のひ

とつであろう。

また，この点との関連で，国家資金以外の資金等の受入れの問題がある。委任経理に関して

はすでに指摘したとおりであるが，そのほか，土地，建物，物品等についても，文部大臣の承

認の下に，大学がこれを受け入れることは，法的に認められており，現にこのような例は，し

ばしばみられるところである。国家予算にしばられない大学財政の運用としては，妙味のある

ところであるが，それが大学間・部局間の不均衡，大学と学外との結びつき等をもたらすおそ

れがある点が問題となるであろう。

3．組織規準

大学予算は，諸種の経費より成り立っていることは，先にみたとおりであるが，その主要な

要因となるものに，支出を必要とする各大学の組織上の要素がある。具体的にいえば，土地建

物，教職員，学生である。これは，予算上は，たとえば，教官当積算校費，学生当菰算校費等

に直ちに反映してくることになる。そこで，大学財政に関する規準のひとつとして，このよう

な組織に関する規準が，重要な意味をもってくることになる。以下，施設，教職員定員，学生

定員に分けて，概観しておこう。

（１）施設規準

国．公．私立を問わず，大学一般について，その施設に関しては，大学設湿基準'o章に規定

がおかれている。そして，校地および校舎の面積は，別に定めることとされており（設腫基準

38条)，さらに，附則３項で，学部および学生定員に応じた校舎の最低面積が定められている。

ただ，国立学校に関しては，国立学校建物整備のために暫定的に定めた一応の基準があるが，

この基準に満たない学部等があっても，直ちに，その整備が予算化されるのではなく，順次整

備が図られるという意味における最低基準であることに注意する必要がある。
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（２）職員定員規準

現在，国家公務員の定員は，昭和44年に施行された行政機関の職員の定員に関する法律（総

定員法）により，506,571人とされている。そして，この総枠の中で，政令（行政機関職貝令）

により，各行政機関の定員が定められ，さらに，各省庁の定員の内訳については，各省の定め

るところとされており，国立学校の職員に関しては，文部省定員規則および文部省定員細則が

あるα他方，大学の研究・教育組織の単位となる講座，学科目，部門の数および種類は，別に

国立学校設置法の系列の法令により定められている。その際，各識座等の構成についても，文

部省により，一応の基準があり，たとえば，新設の講座等に関して，文部省が大蔵省に予算要

求する際の基準は，第１表のとおりであるが，定員削減や節約等の関係で必ずしもこのとおり

運用されていない。

以上を前提とすると，次の点に注意する必要がある。

第一に，総定員法により，国家公務員の総数が定まっており，法律改正をすればともかく当

分は，この数の増加は予想されない。ただ，各省への配分は，政令事項であるため，改正の可

能性はあり，現に，国立大学の新増設により，国立学校の定員増が認められると，その分だ

け，文部省内および他の行政機関の定員が削減されているという関係にある（ただし，一部の総

定員法の枠外の職員がある。後述89頁参照)。

第二に，しかしながら，国立学校定員の枠の増強にも限度があるため，講座の新増設に際し

ても，必ずしも基準どおりには，予算化されない。いいかえれば定員化されないという状況に

ある。

第三に，以上の点からすると，大学の定員は，講座，学科目等と密接な関連を有している

が，その際，大学側としては，新たな講座等の新設の要求という自乘件（逆にいえば，新たな辮

座等をおしつけられないという意味での自主性）を有しているが，その実現は，文部省，大蔵省の

手に委ねられるとともに，仮に認められるとしても，基準どおりに実現するかどうかも，もっ

ぱら文部省，大蔵省等の判断にかかっていることになる。

第四に，教官当積算校費に関しては，実人員ではなくて，定員で計算されることとされてい

る。

第五に，以上の点を総合すれば，職員規準に関する大学の自主性の範囲，大学財政の独自性

の範囲はきわめて狭く，識座，学科目等の定員の充足について，学部等に一応の裁量があると

いう程度にすぎない。

（３）学生定員規準

学生定員に関しては，学部の場合には，学科，課程等を単位とし，学部ごとに学則で定める

ものとされ（大学設置基準17条１項)，大学院については，課程の区分に応じ専攻を単位として
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Ⅲ国立大学財政の諸規準

第１表学部・学科等新設に伴う定員基準

(1)学部（学科・講座）新設に伴う定員基準

（研究施設の部門もこ

れを準用）
1．教背

Ｗ)講座制

非実験

実験

臨床

（'｡）学科目制

非実験

実験

㈹教宝

２．事務

６)学部創設

事務

営繕

守術

②学科新設

事務

3．実習工場

講座当

〃

１
２
３

１
２
３ ﾙ；１１１

１１
１
１

雇員のうち２人は
（教一）

〃

学科目当

〃

４
５
３

１
１

１
１

0.5

１ mLl
雇員のうち１人は
（教一）

完成４うち行政整理
△１

事務官は事務長１
係長４（庶務，会計
教務，厚生）
技官は係長

雇員は長及び副長

学部当

〃

集i11F当 L三兆二！

３
３
６

１

５

新制大学は事務官２
以下同じ学科当 ３

９
６

３

３
５

１

(２１学科新設（１学科当り）に伴う定員基準

分｜教授｜助教授｜辮師｜助手｜事務官｜雇員｜姉人’計区

講座制（完成６講座，実
験）

塁
墾
９
３
９
０
６
３

２
２

２
６
３
３
９
４
２
３

１５
２
３

１
１

６
６

６
６

1２

１２

３

教育

事務

教室

学科目制（完成４学科目，
実験）

教青

虫務

教室

３

６
４
２

２

４
４

４
４

４
４
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４．単価規準

研究科ごとに定めるものとされている（大学院設腫基準10条)○その際，定員を定める一応の規

準として，大学設置基準は「学生定員は，学科目，講座等の数，教員組織，教室，実験・実習

及び演習の施設，保健衛生及び体育の施設並びに設備その他を総合的に考慮して定めるものと

する」（17条２項）と規定し,大学院設置基準は「学生定員は,教員組織及び施設設備その他

の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し，……定めるものとする」（10条）と規定している。

このように，設置基準上は，大学側が，定員に関して決定権をもっているようにみえる。た

だ，以上のような大学設置基準の定めは，きわめて概括的であって，ここから直ちに，一定の

数字が導き出されるものではない｡そして，実務上は，国立大学においては学部，学科の新

設，単発的講座増，学部の拡充改組等のそれぞれで異なっているが，実質的には，これらの場

合における入学定員が，予算折衝の段階で定まり，それに応じて，学生定員が算出されるとい

う仕組みになっている。その意味では，組織に関する規準がまず先行し，それに伴って予算が

定まるというよりは，予算と学生定員は，相互に密接に関連して決定されるといった方がよい

であろう。すなわち，ここでも，大学側に自主的決定権があるわけではない｡また，予算は，

学部については予算定員で，大学院については予算定員を限度として実人員で，大学に配当さ

れてくるので，大学側には，予算定員内部で，各学部間での学生定員の流用を実際に行なうと

いう限りでの，また，それに対応した学部･学科間での予算配分の弾力的執行という意味での

自主性が残されているにすぎないことになる｡なお，予算はこのように，定員を基礎とするも

のであるから，留年生に関しては，予算は配当されないことにも注意すぺきである｡

4．単価規準

先に考察したように，国立大学の予算は，「事項」が積算の根拠となる。したがって，大学

予算の額は，実質的には，どのような事項をたてるか，各事項の単価をどのように算定するか

によって，左右されることになる。ところが，事項のたて方および単価の算定の規準について

は，法令上は何ら定めるところがない。また，その決定は，大蔵省と文部省の予算折衝によっ

てなされるのであって，各大学および国大協は，いわば，陳情者の地位にとどまるのである。

また，現在の国家予算の作成のシステムにおいては，既存の事項に関しては，単価規準そのも

のが，毎年新たに策定され，それによって，単価が算定しなおされるのではなく，前年度に対

するパーセントによって増額等がなされることとなっている。大学予算の事項の中には，各省

庁と同一に論ずべきものもないわけではない（普通庁費等)。しかし，学生当秋算校費，教官当

秋算校費等，大学側の研究・教育のその時々に応じた実情を十分把握した上で，算出されなけ

ればならないものがあるわけであって，現在のシステムで適切かどうか，再検討する余地は広
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Ⅲ国立大学財政の諸規準

く残されているといわなければならない。この点は，亦項の種類の決定についても同様であ

る。

5．管理規準

大学財政の管理規準は，大きく，会計管理上の規準と国有財産および物品管理上の規準とに

分つことができる。そして，ごく概括的にいえば，これらにおいては，国の一般の行政機関と

異なった扱いがなされているわけではないために，大学における研究・教育の実際上の運用と

の間に，各種の摩擦を生ぜしめることがあり得る。以下，この点を中心に，問題の所在を概観

しておこう。

（１）会計管理上の規準

会計管理上の規準としては，通則的法令として，会計法，予算決算および会計令があるが，

この段階で，大学に関する特別な定めがなされているわけではない。そして，これらの法令に

蕪づいて，文部省は，文部省所管会計経理事務取扱通則および文部省会計事務取扱規程（いず

れも文部省訓令）を定めているが，両者とも，文部省本省内部部局とその他の機関を内容的に

区別して取り扱っているものではない。以上を前提として，次の点を指摘しておこう。

第一に，会計管理上，国立大学に関する特別の定めとして，国立学校特別会計法の若干の条

項がある。そのうちでも，大学の特色をもっとも明らかにしているのが，委任経理条項であ

り，ここでは，大学の弾力的運用がなされる余地のあることは，先に述べたとおりである。た

だ，その事務についても，奨学寄附金委任経理事務取扱規則（文部省令)，奨学寄附金受入事務

取扱規程(文部省訓令)，「奨学寄附金の取扱いについて」（大学学術局長・会計課長通知）等によ

り，細目的な定めがおかれていることに注意する必要がある。

第二に，大学における研究・教育の用に供する実験器具等の購入についても，一般の会計法

規が適用される。しかし，実験器具等については，教官が適宜判断して，適時に購入すること

が必要である場合があるため，会計法規をそのまま適用したのでは，実情にあわないところが

ある。このため，各大学でも，その措掻に苦慮しているところであり，弾力的措憧の採用に関

して検討することが要請される（なお，現在でも，教官を補助者（支出負担行為担当官補助者・分任

契約担当官補助者）として取り扱うことによって，上記の問題をある程度解決することが可能である)。

(2)国有財産および物品管理上の規準

国立大学の管理運営および研究・教育に供されている物は，概括的にいえば，国有財産法上
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の国有財産または物品管理法上の物品にあたり，それぞれの法令の適用を受ける。いいかえれ

ば，国立大学の研究・教育施設にのみ適用される特別の法典はない。そこで，会計管理上の規

準について指摘したように，法令上の規準と大学における取扱いとの間に，若干の乖離ないし

問題が生ずる場合がある。以上を前提として，若干の問題点を指摘しておこう。

第一に，大学における国有財産の管理に関しては,国有財産法（施行令，施行規則）のほかに，

これに基づく，国有財産総轄事務処理規則(大蔵省訓令)，文部省所管国有財産取扱規程（文部省

訓令）がある。そして，文部省訓令では，とくに国立大学に関して，国立大学の国有財産の用

途等の阻害に対する学長の措置義務(５条の２)，学長の文部大臣に対する報告義務(５条の３)，

文部大臣の学長に対する指示権（５条の４）が定められている。いうまでもなく，これらの条

項は，大学紛争を契機として制定されたものであり，これは，大学の特殊性に対応したものと

いうよりは，大学の国有財産の管理も，一般の国有財産と同様になされなければならないこと

を強調した規定であるということができる。しかし，このように，学長（学部長等は，学長の補

助執行者となる）の責任の明確化は，必ずしも，大学の実際のあり方に合致しないものがある｡

すなわち，当該阻害行為が，大学とまったく無関係の第三者による場合はともかく，大学の研

究．教育と密接な関係をもって生ずることもあり，このような場合には，教授会の研究・教育

上の見地からする判断と無関係に，もっぱら財産管理の点からのみ学長（学部長等）が措置を

することはできない。いいかえれば，国有財産法の系列によってのみ問題が合理的に解決され

得ないという事情が大学の場合にはあり得るのである。

第二に，同様のことが学寮に関して，より明確な形であらわれてくる。すなわち，学寮につ

いては，大学設置基準で，大学が「寄宿舎」をなるべく設置するものとするという規定がおか

れ（37条５項)，また，寄宿料について，「国立の学校における授業料その他の費用に関する省

令」（文部省令）が定めているほか，その管理運営に関して，特段の規定をおいている法令はな

い（なお，学寮における経費の負担区分について，初中局長．大学学術局長．会計課長の通達がある)。

そこで，学寮の法的位置づけが問題となるが，これを国有財産のうちの行政財産とし，その利

用を目的内利用と考えて，国有財産法のシステムをそのまま適用すべきかどうかが問題とな

る。そして実際には，寮の管理のあり方に関し，各国立大学がそれぞれ対応していることは周

知のとおりである。

第三に，物品については，物品管理法（施行令，施行規則）のほか，文部省所管物品管理事務

取扱規程（文部省訓令）があるが，これらの法令および内規では，国立大学に関する内容的な

特別の定めはない。物品管理の適正をはかるため，物品管理法の基本的仕組みは，大学におい

ても適用さるべきものがあるが，消耗品扱いの範囲，不用の決定の基準について，大学におけ

る研究．教育の合理的遂行に応じた運用が確保されなければならないことはいうまでもない。

とくにこの点は，自然科学系の実験器具等にあてはまることである。
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Ⅳ国立大学財政の運用

1．予算の編成

（１）予算の編成過程

国立大学予算の編成過程は，政府レベルでの予算の編成過程と大学内部での概算要求書の作

成過程とからなっている。ここでは前者について述べ，後者については次に項を改めて述べ

る。

一般に国家予算は，概略的にみて，次のような過程を経て決定される。すなわち，

Ｉ
各省庁による概
算見秋醤（概算
要求）の作成・
提出 ‐|鱗議'一|謬鍬顎:藁鱈顧|－

Ⅱ一騰鰯
という過程であるが，実質上その中心をなすのは，各省庁の概算要求に対する大蔵省の査定・

調整の段階である。

その大部分が文部省所轄国立学校特別会計に属する国立大学予算は，文部省概算要求の一部

として，文部大臣によって大蔵省に要求される。各国立大学は文部大臣の指導の下に，文部省

概算要求の基礎資料となる各大学概算要求書を作成し，これを文部省に提出し，その説明を行

なう（場合によっては文部省その他関係機関に要求通過のための働きかけを行なう）が，各大学の概算

要求は決してそのまま正式の概算要求となるのではなく，それが文部省において検討され取捨

選択された上で，文部大臣の責､?と権限において正式の概算要求としてまとめられる。文部省

の概算要求はさらに大蔵省の査定により取捨選択される。このように，大学予算の編成は，大

学の予算要求が文部省と大蔵省の二段階でふるいにかける形で行なわれ，そのために予算要求

は個々の項目ごとに詳細な要求理由の説明が必要とされ，しかも，どの項目の予算をどの程度

認めるかは，文部・大蔵両省の担当官の判断に委ねられている。

政府レベルでの大学予算の編成過程を，やや具体的にたどれば次のようである。

文部省は，毎年度５月から６月にかけて，政府の予算編成方針にそって，国立学校予算の編
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Ⅳ国立大学財政の運用

成方針の検討を行ない，その策定結果を学長会議，事務局長会議，経理部課長会議を通じて各

大学に示す。これに先立ち前記の国立学校特別会計制度協議会が開催され，文部省と国立大学

協会との間で編成方針について協議する機会がある。７月初旬に各大学からの概算要求書の提

出があると，７月中旬から下旬にかけて各大学からその説明を受ける。それを基礎に，各大学

の要求を取捨・調整して，８月中に文部省としての概算要求を取りまとめる。その際，各大学

に共通する基準的経費については，各大学や国大協等の要望を参考にし，また，各大学事務部

からの基準概算関係資料についての回答を基にして，文部省による原案作成作業が６月から８

月にかけて行なわれる。

この概算要求作成作業の過程で，文部省の関係部局の内部検討が重ねられるが，重要な事項

については，たびたび開催される予算省議の検討を経て方針が決定される。また，政策的な事

項については，与党の文教部会・文教制度調査会等との協議が行なわれる。さらに先に指摘し

た特別会計制度協議会の議にも付される。

このようにして作成された文部省概算要求は，毎年８月31日に大蔵省に提出され，その後９

月初旬から中旬にかけて大蔵省主計局に対する説明が行なわれる。定員要求関係については，

大蔵省に対する説明が終わった後に，行政管理庁行政管理局に対しても説明が行なわれる。ま

た９月下旬から10月上旬にかけて，国大協としては第６常極委員会の議に基づき，国大協会長

から文部省等に国大脇としての予算に関する要望書を提出している。

大蔵省は，各省庁からの説明を受けた後も，随時補足説明を各省庁関係部局に求めながら予

算編成の作業を進め，おおむね10月下旬から数次の主計局局議と省議を経て，各省庁に大蔵省

査定案の内示を行なう。この内示の時期は従前は12月20日前後であったが，近年では１月初め

となることも少なくない。この内示に対して各省庁からの予算復活折衝が行なわれ，最終的に

は大臣折衝を経た上で政府予算原案が閣議において決定される。

政府予算原案が決定されるまでの過程において，政府と政党（とくに与党）の間でさまざま

の政策論議や政治折衝が展開されるが，場合によっては，各大学の個別の新規事項要求につい

ても，その採択について与野党の国会議員を通じての働きかけが行なわれることがある。

（２）大学内部の概算要求醤の作成過程

文部省は，例年７月初旬を期限として，各国立大学に概算要求書の提出を求める。各国立大

学は，この期限を目標に大学としての要求書の取りまとめを行なう。その手続きおよび日程は

大学によりかなりの差異があるが，おおよそ，２月初旬の事務局長より各部局への概算要求事

項の取りまとめ，本部での調整，評議会での審議・決定を経て，７月初旬の概算要求書の提出

に至るのが一般的のようである。

ここではまず，大学内において概算要求書の作成に関し何らかの責任と権限を有する諾機関
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に即して，その制度上の性格とその実際の役割をみておくこととする。

（㈹学長

学長は，学校教育法上「校務を掌D，所属職員を統督する」（第58条第３項）ことを職務と

し，かつまた，国の行政機関のひとつとしての国立大学の長として大学財政の管理の総括的な

責任者でもある。したがって，学長は，概算要求書の作成についても形式上は最終的な責任と

権限を有している。しかし現実には，学部・大学院の新設・移転統合や「紛争」に伴う予算措

置などの特別の重要事項に関して指導性を発揮することはあるが，経常的な予算や各部局の事

業．施設等に関する予算については，評議会または部局長会議等の議長として各部局の要求の

調整と総括をすることにとどまる場合が多い。

なお，近年，いわゆる「大学紛争」以後，とくに大規模な大学においては，何らかの学長補

佐機関が設けられる事例が多くなっている。この学長補佐機関は，予算の編成と執行に関して

も，学長を補佐しつつ実質的な役割を果たしている。

（ロ）評議会

評議会のおかれている大学では，「国立大学の評議会に関する暫定措置を定める規則」（昭

和28年文部省令第11号）第６条により，「予算概算の方針に関する事項」が評議会の審議事項と

定められている。そして評議会は，規則に定められている学長の諮問機関としての性格より以

上に，多くの国立大学では慣行的に全学の最終的意思決定機関としての性格をもっており，し

たがって，概算要求が最終的に決定されるまでに少なくとも一度，多い場合には数度，評議会

の審議を経ている。なお，評議会をおかない単科大学では,その規模により，代議員会，また

は教授会が，これにあてられている。

しかし，その実際の審議の程度は大学によって著しく異なっている。小規模な大学では，細

かい予算事項についても評議会で審議される場合があるが，大規模な大学では,評議会の審議

が概算要求の基本方針と概要または重要事項の審議にとどめられる場合が多い。そして，多く

の大学，とくに大規模な大学では，慣行的に設けられている学部長会議・研究所長会議・部局

長会議（さらには，学長，部局長等により構成された全学予算委員会という機関を設けている大学もあ

る）等が，大学の概算要求の編成の過程で，その実質的な審議または連絡・協議の場となって

いる。

大学院が設けられている大学では，大学院に関する事項の全学的な協議機関が設けられてお

り（たとえば，大学院協議会と呼ばれることがある），大学院に関する概算要求事項については，

実行上，大学院協議会等の議を経ているケースもあるようである｡

（ハ）教授会

教授会は，学校教育法上，大学に必ず設置さるべき機関で，「重要な事項を審議する」こと

を任務とするものと規定されている。そして，国立大学では伝統的に，それが，教官人事権を
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はじめとする各部局の研究・教育上の重要事項の最高意思決定機関および評議員等全学的機関

の選出単位として機能していることは周知のとおりである。各部局の概算要求も，研究・教育

にかかわる重要事項のひとつとして，教授会の審議を経て決定されるのが通例である。

しかし，教授会による概算要求案の審議は，各大学，各部局によってかなりの差異がある。

たとえば，大規模な学部・研究所では，学科・研究室等を単位として提出された予算要求を，

学科主任会議・学部予算委員会等の憤行的な全学部的組織において，実質的に審議・調整して

部局の概算要求案を決定し，教授会は形式的にそれを承認する場合が多い。また，大小を問わ

ず，多くの部局において，部局内各種委員会のひとつとして予算委員会または財務委員会が設

けられており（その構成はさまざまであるが，教官だけでなく，事務局長等，会計担当事務機関が参加

する場合も多い)，この委員会が各部局の概算要求案の作成に重要な役割を果たしている。

（=）事務局

事務局は，国立学校設置法施行規則第28条に規定されているように，国立大学において庶務

・会計等を掌るために置かれた機関である。事務局には，経理部または会計課が極かれ，会計

経理全般にわたって専門的な職員が配置されており，また，会計諸法規に基づく各種の会計機

関が設置されている。これらの会計機関または会計担当職員は，予算の執行の段階で責任をも

って会計事務の処理にあたらなければならないだけでなく，大学の予算の編成過程において

も，概算要求案の作成作業に中心的な役割を果たしている。事務局は，評議会等に提出される

概算要求案の作成にあたるだけでなく，大学予算の編成に関してたえず文部省との連絡にあた

っている。

各部局の事務部は，事務局の経理部または会計課が大学全体の予算編成作業の中で果たして

いる役割と似た役割を，各部局の予算編成作業において果たしている。もっとも，予算編成過

程における事務局・事務部と学長・評議会・教授会等の機関との関係については，大学間で差

がある。

以上のように，大学の概算要求書の作成・決定については，大学の管理運営に関するその他

の事項と同様に，一般的な基準が明確に規定されておらず，その大部分が各大学の慣行に委ね

られており，そのために，国立大学内部における概算要求の作成・決定過程は大学間に大きな

差異がみられる。そこで，次に，リド例的に二，三の大学について，予算編成の過程を示してお

こう。

〔事例’〕ある大規模な総合大学の昭和51年度概算要求を例にとってみると，次のとおりで

ある。

２～３月851年度概算要求に関し事前に検討を要する事項について各部局に照会，各部局よ

り回答。
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4～５月：同上回答に基づき事前に検討を要する重要事項として三事項を選び，学長から学

部長会議，研究所長会議に提案し，それを検討するための三懇談会（関係部局長等で構成）

を設置。懇談会の学長あての報告を学部長会議，研究所長会議，評議会に付議。

５月中旬～下旬：各部局より概算要求を提出。それについて経理部が各部局から説明を聴

取。

５月末～６月初旬：事務局（経理部）が各部局提出の要求事項を取りまとめ，かつ概算要求

基本方針案を作成。その作業結果を学長室に説明，協議。

６月中旬：学長より学部長会議，研究所長会議に各部局提出の要求事項を取りまとめた概算

要求案の概要および概算要求基本方針案を付議。

６月下旬～７月初旬：評議会，部局長会議で概算要求書および事前検討事項の処理結果につ

き承認を得，文部省へ提出。

７月下旬：文部省へ提出した概算要求書について文部省関係部局に説明。

なお，当該大学における予算編成過程を図示すると第１図のとおりである。

〔事例２〕ある小規模な二学部構成の大学の昭和51年度における昭和52年度概算要求の決定

に至る経過を例にとってみると，次のとおりである。

２月上旬：５２年度概算要求事項について，事務局長名をもって，各部局長（各学部長,短大主

事，附属図書館長，学生部長）に照会。（担当：事務局会計課司計係)。

５月中旬：同上回答。

なお，事務局への回答に至る経過はある学部を例にとればおおむね次のようである。

学部事務部会計係では教官室にその旨を掲示し周知せしめる。提出締切期限は３月末

日。会計係に提出された要求事項は，事項別に集計整理されて，学部予算委員会に付議さ

れるが，要求内容により専門科目に関する事項は，教育課程委員会において検討され，一

般教育科目に関する事項は，一般教育運営委員会および全学の一般教育カリキュラム委員

会において検討されて，それぞれ学部の予算委員会にその結果が報告されるのが，４月末

頃である。予算委員会案は学部教授会に付議され，一回ないし二回の審議を経て学部の要

求事項が決定され，事務局に回答される。

また他の学部では，その性格上，学部のまとまりがよく，学部長が事務長ら（会計係長

他）の力をかりつつ，関係教授および併設短大主事などの助言を得つつ，問題をしぼり，

予算委員（２教官）と相談して概算要求案をまとめ，それを教授会にかけて決定する（５～

６月)。

５月18日：文部省より昭和52年度基準概算関係資料について照会の文書を受領’６月11日に

提出（これは人頭庁費といわれる基準的経費の照会であって，定員，現員，光熱水料,施設内容等
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第１図予算編成過程図（あ患大学の事例）

（予算が国会の議決を経るまで）
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1．予算の編成

の詳細について，現状，実績を求められる資料はかなりの数量である)。

５月25日：評議会。

国立大学事務局長会議（５月24日開催）における資料「昭和52年度国立学校特別会計予

算の概算要求について」を席上配付し，文部省の基本方針について，事務局長から詳細な

報告があり，質疑応答，意見が交わされた。

６月３日：文部省より「昭和52年度国立学校特別会計概算要求書について（通知）」の文書

を受領（提出期限７月10日)。

６月８日：評議会。

各部局より提出された要求事項を原案のまま列挙，印刷して審議事項とし，各部局長よ

り概略説明あり，質疑応答，意見の交換が行なわれた。

６月16～17日8名部局ごとに要求事項について，部局長から説明を聴取。学長，事務局長ら

関係者出席。

６月28日：事務局で上記ヒヤリングの結果を整理し，事務局長，会計課長から学長に説明，

要求:調項について打合せの後，学長は部局長と打合せ。

６月29日：評議会。

昭和52年度概算要求事項および重点事項を付議し，了承され，要求事項が決定された。

７月10日：昭和52年度概算要求書を文部省に持参，提出。

７月16～17日：文部省の概算要求説明日程に従って，各班に説明。

52年１月20日：文部省において，昭和52年度予算案の概略説明があり，大学別に純新規事項

内訳を受領，内示を受けた。

２月１日：評議会。

同上内示について報告。

〔事例３〕ある教育系大学の昭和51年度概算要求の例をとってみると，次のとおりである。

３月12日：５１年度概算要求事項とその関係資料の提出を各部局へ依頼。

５月９～14日：各部局の概算要求について経理部で説明聴取。

５月15～29日：各部局提出の要求事項を取りまとめ，整理して事務局長に説明（経理部)。

５月30日：事務局の作業結果を学長に説明。

６月２日8部局長会に各部局提出の概算要求事項を付議し，大学の概算要求事項を協議し調

整する。

６月４日：代議員会※に概算要求事項を付議し，文部省提出事項を審議決定。

※代議員会は学長・各部局長・附属図書館長等関係部局長および教授会構成員の10分の１

に相当する選出代議員で組織し重要事項について審議する機関である。
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Ⅳ国立大学財政の運用

７月16～17日：文部省に提出した概算要求書について同省関係部局に説明。

（３）予算編成上の問題点

（わ予算の編成権

一般に国家予算の編成権は，内閣に属するが，具体的な予算編成作業は大蔵大臣(具体的には

大蔵省主計局）によって行なわれ，閣議において予算原案が決定される。国家予算の一部であ

る国立大学の予算も，そのことには変わりがない。

同じ国家機関の中でも，国会・裁判所・会計検査院および人事院は，その内閣に対する独立

性，中立性を確保するために，その予算の編成について内閣に対し一定の独自の権限が認めら

れている（財政法第17条ないし第１9条および国家公務員法第13条）が，国立大学は，学問の研究・教

育というその使命を達成するために内閣に対し一定の独立性を本来必要とするにもかかわら

ず，上記の諸機関が有するような予算編成上の独自性を，まったく認められていない。それ

は，国立学校特別会計法の下でも変わりがなく，この点は，大学財政について今後検討さるべ

きもつとも基本的な問題であろう。

（ロ）概算要求の制約

一般に予算の編成は，毎年度，各省各庁からの概算要求に先立って，大蔵省主計局が標準予

算の算定と推計予算の作成を行ない，それを前提として進められる。そのために，編成の重点

が新規要求額だけに集中され，概算要求は新規要求を中心としたものとされている。そして最

近は，既存経費の当然増の比重が大きくなり，新規要求はますます制限されてきている。

このことは大学予算でも同様であり，各大学が文部省に提出する概算要求書の様式は，各大

学の新規要求を中心とするものに限られており，全国立大学に共通の教官当積算校費や学生当

積算校費等の増額要求は，各大学の概算要求書には含めえないこととなっている。したがって

文部省も，また各大学も，ややもすれば個別的な新規要求に関心を集中し，大学予算の編成全

体についての抜本的な検討や総合的な予算計画の策定について十分に意がはらわれなかった憾

みがある。

そのことに関連して，予算編成の単年度原則が大学予算についても貫かれているために，大

学財政の長期的計画の樹立が困難となっていることを指摘しうる。大学予算においても，継続

費・繰越明許費・国庫債務負担行為等を要求し，それを予算化することは制度上可能であり，

実際にも行なわれている。しかし，それらは特別の施設や大規模な事業など例外的な場合だけ

に限られている。恒常的な研究・教育のための予算については，その数年間の計画を要求説明

書の中に示すことを要求されながら，単年度限りの予算を認められるにとどまる（ただし，学

生定員増とそれに伴う講座または学科目の増設については，学年進行に伴う数年間の予算増が事実上約束

されている。組織の新設や拡充が認められた場合も，ある程度まで年次計画が認められる)。
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１．予算の編成

（ハ）概算要求に対する査定

前述のごとく，大学予算の編成は大学の概算要求が文部省と大蔵省の二段階でふるいにかけ

られる形で行なわれ，どの項目にどれだけの予算を認めるかは文部・大蔵両省の担当官の判断

に委ねられている。しかもこの項目ごとの予算編成が後の予算執行を制約しているのである。

限られた国家予算の範囲内で予算要求が制限をうけざるをえないのは当然であり，また，要求

項目の合理的根拠が明示されねばならないこともいうまでもない。しかし，大学の予算は，研

究・教育に直接にかかわりをもつ者でなければその必要性や度合いを十分に理解しえない性格

をもち，また，その効果と根拠を直接明示的に示しえない特殊性をもっている。それゆえ行政

府による査定にあたっては，このような特殊性への十分な配慮が必要であり，それが欠ければ

大学予算編成として必ずしも適・切でない結果をもたらすこともありうる。

また大学側においても，予算編成がそのような過程をたどるために，大学における学問の研

究・教育上の要請というよりも，政府・文部省が指示する予算編成方針に追随して比較的通り

やすい予算を要求するということになりがちである。

概算要求の査定に関連して，ぜひとも言及しておかねばならないことは，たんに大学の予算

編成だけでなく，学部・学科・講座等の組織の新設・拡充・改組なども実際上概算要求の査定

によってふるいにかけられることである。国立大学の設置者としての国の大学の組織・人員に

対する権限と，大学予算の編成・執行者としての国の権限とは，一応別個の法制上の規定とし

て表現されているが，現実には財政上の権限が組織上の権限に優越している面が大きい。

実際には，一方では既存組織についてはほとんど自動的に予算がつく（たとえば，人件費や教

官当積算校費・職員旅費・庁費等が既存の組織・定員を基礎として予算が算定される。ただ，基準単価に

ついては，後述するように問題があることはいうまでもない）が，他方では，学部・学科・講座等の

組織の新設・拡充など新たに予算を必要とする組織の変更については予算査定が実質上の決定

権をもっている，という関係にある。また学生定員のように，学生当積算校費の基礎となる予

算定員によって規制されているものもある。このような関係のもとでは，つねに予算の拡充に

苦心している大学や文部省は，研究・教育の進展に応じた既存組織の合理的編成替えよりも，

組織の拡充を要求するということになりがちである。

（＝）学外団体等の依存

各省庁の概算要求の作成から政府予算原案の閣議決定に至るまでの過程，とくに大蔵省予算

内示案の作成および予算復活折衝の過程において，政党および各種団体等の運動が予算要求を

通すために大きな役割を果たす場合が多く，この傾向は最近ますます強くなっている。大学予

算についても，とくに学部・学科・大学院課程等の新設・拡充など大規模な新規要求に際し

て，さまざまなルートを通じての働きかけが大きな役割を果たすことが多くなっている。その

ために，大学もそのような手段に依存しがちである。そのために，大学が本来意図していると
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Ⅳ国立大学財政の運用

ころと違った結果になるおそれがあることに注意しなければならない。

2．予算の執行

（１）予算執行上の制約

（イ）大蔵大臣の指揮・監督

国会で議決された歳出予算は，一般会計であると特別会計であるとを問わず，それを所管す

る各省各庁の長に配賦され，各省各庁の長は配賦された予算の範囲内で，その目的に従って予

算を執行しなければならないが，予算の執行も大蔵大臣の指揮・監督下にあることを，まず注

意しておかねばならない。

すなわち，予算の支出は，各省各庁の計画によって自由に行なわれるのではなく，各省各庁

は，あらかじめ支出負担行為計画および支払計画を大蔵大臣に提出し，その承認をえなければ

ならない。また，予算の執行に伴う貨幣の出納・保管は，統一国庫制度により，各省各庁の行

なう財務行政とは一応別個の組織となっており,各省各庁は現金支出をなしえず,また各省各庁

の収入はすべて国庫に統一されるのが原則となっている。さらに，予算の目的外使用は原則と

して禁止されており，予算科目のうち項以上のいわゆる議定科目は，あらかじめ予算をもって

国会の議決をえた場合に限り，大蔵大臣の承認をえて彼此移用することができる。また目以下

のいわゆる行政科目についても，大蔵大臣の承認をえなければ彼此流用することができない。

特別会計制度の下にある大学予算も，この点においてはほとんど変わりがない。ただし，特

別会計制度になってから，国立学校特別会計の範囲で，次のことが可能となり，ある程度の自

主性と弾力性をもつに至った。すなわち，

①附属病院施設費および移転用地取得費の支弁のための，予算書で承認された限度内での

借入れ，ならびに借入金の繰越し

②剰余金の積立ておよびその翌年度繰入れ，その積立金の施設整備への繰替え使用，およ

び積立金による赤字決算の補足

③積立金および余裕金の資金運用部への預託運用

④支払未済額の繰越し

であり，その現実の運用状況は第２表のとおりである。しかし，これらの自主性・弾力性

は，決して個々の大学または国立大学全体に対して与えられたものでなく，国立学校特別会計

に，すなわちそれを管理する文部大臣に与えられたものである。
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２．予算の執行

（ロ）文部大臣の賢任と権限

制度上は，文部省予算の一部としての大学予算の執行についての最終的な責任と権限は，文

部大臣にあり，個々の大学の責任者は，予算の実際の執行にあたって文部大臣からその責任と

権限を委任されているにすぎない。すなわち，大学の予算の支出負担行為計画および支払計画

の作成は，文部大臣の責任と権限においてなされ，大学に即していえば，文部大臣が大蔵大臣

から承認をうけた支出負担行為計画および支払計画の一部を，大学の責任者が分担執行する関

係にある。

国会で承認された予算書に付された予定経費計算書（または歳入歳出予定計算書）に応じて，

文部省に配賦された予算（とくに国立学校特別会計予算）のうちの国立大学関係部分は，年度当

初または適当な時期に，国立大学の歳出予定額として文部省から各大学に示達される（いわゆ

る配当）が，この予算の配当は，それにより大学予算の執行の権限が大学に与えられたことを

第２表

(１１附属病院施設費（法第７条）および移転用地取得費（附則第９項）の支弁のための予算書で承認

された限度内での借入れ－第７条

（単位：百万円）
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Ｊ予く
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３

３
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
５
５
５
５

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０

０
５
０
５
７
７
６

５
９
１
７
１
１

Ｐ
９
‘
Ｐ
Ｐ
‘

，
９
９
０
Ｊ
Ｊ

１
１
２
１
１
１

４
２
７
０
７
８

１
３
４
３
３

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

ｍ
印
卯
印
扣
沁
帥

０
０
０
０

９
０
６
７

Ｊ
９
９
９
９
９

０
ｊ
ｐ
Ｊ

１
１
２
１
１
１

３
３
７
０

１
３
４

移転用地

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０

０
０
０
０

０
０

０
０
５

２
８
７
２

０
０

ブ
リ

？
，
Ｐ
Ｐ

９
０

２
１

２
２
１
３

２
６

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
６
０
０

３
７
０
０

０
０

９
８
１
９
６

２
８

９
０

９
，

７

１
２

２
２

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０

０
５
０
５
２
７
８

８
２
１
１
７
１

？
？
‘
７
９
Ｆ
，

リ
９
，
９
？
Ｊ

１
３
２
２
２
１
２

２
６
６
７
０
９

１
３
４
３

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
６
０
０

０
３
７
０
０
０
０

０
０
９
０
０

０
３
１
４
３
７
８

８
９
９
６
７

０
，
１
ｎ
Ｊ
り
り

９
？
Ｐ
＄
＄

１
３
２
２
２
１
２

２
３
５
７
０

１
３
４

|±㈱

|綾…

大阪

大阪外国語

大阪教育

}“￥

4３



Ⅳ国立大学財政の運用

12）剰余金の種立て，およびその翌年度繰入れ，その積立金の施設整備財源への充当および

積立金による赤字決算の補足一第12条
（単位：千円）

金立積
剰余金の歳入
予算計上額

年度

積立額｜施設整備充当額｜累計

105,211

１０５，２１１

８１６，１４６

3,565,816

11,438,920

13,489,246

18,447,321

15,247,321

10,247,321

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
Ｏ
Ｔ
９

０
０

０
０
２
０
９
１

３
５

0

3,570,000

1,000,000

2,232,701

13,000,000

4,651,000

12,384,000

2,605,000

4,788,289

105,211

０

７１０，９３５

2,749,670

7,873,104

2,050,326

4,958,075

９
６
７
８
９
０
１
２
３

３
４
４
４
４
５
５
５
５

決算上不足のための補足はなし。

(3)積立金および余裕金の資金運用部への預託運用一第12条，１５条

昭和53年度積立金収支見込（国立学校特別会計）

１．５３年３月末現在残額

考積立一金｜預託期間｜利率｜傭分区

円

105,211,254

710,934,626

2,749,6700442

7,873,103,833

2,050,325,920

(4,958,075,273）
1,758,075,273

大学及び学校資金

47年度決算積立金

4８〃

4９〃

5０〃

5１〃

46.10.10～53.10.10

50.9.10～５７．９．１０

５０．８．７～５７．８．７

５０．８．４～５７．８．４

５１．８．４～５８．８．４

５２．８．４～5９．８．４

１
１
１
１
１
１

１
２
３
４
５
６

１
１
１
１
１
Ｉ

下段は52年度取崩
し額32億円を減じ
たものである。

計 15,247,321,348

2．昭和53年度積立金より受入予定額5,000,000,000円

3．差引53年度末残見込額10,247,321,348円

(4)支払未済額の繰越し－第16条

昭和49年度（項)国立学校（目)校費183,500円

事由

国が償務を負った会社が，職員の社会保険料を滞納したため，社会保険事務所が売掛金
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２．予算の執行

を差押えた。したがって会社財産の保全処分の決定をまって，支払うこととしたが，その

時期が出納整理期を越えたため，支出を完了せず，そのため繰越しをすることとなった。

意味しない。文部大臣が大学に対し，大学の意思に反して，当初配当予算の一部の節減を年度

途中で命じうるのも，このためである。また，年度当初の配当額が，国立学校特別会計予算の

うちの大学関係部分の全額を包含するものでなく，いわゆる「本省留置」がなされるのも，大

学予算の執行の権限が文部大臣にあることに基づいている。

しかしながら，大学予算の執行に関する文部大臣の権限は，決して無限定なものではない。

政府は，予算書に明示された行政目的，大学予算に関していえば大学の研究・教育の十分な遂

行という目的に従って，予定された行政を十分に遂行すぺ<予算を執行すべき責任を，国会を

通じて国民に対して負っている。したがって，文部大臣といえども，たとえば，大学予算を，

その本来の目的を遂行しえないほどに節減する裁量権は有していない。もともと予算節減は，

行政目的の遂行を妨げない範囲内での行政機関内部での経費節約を意味するが，とくに大学予

算の場合には，それが行政機関内部の自己節制にとどまらず，政府の，研究・教育の責任を直

接国民に対して有している大学に対する研究・教育経費の節減命令として作用している点に問

題があるといえよう。

また，あらかじめ特定の使途が明示されている予算項目を除いて，国立大学関係予算を，ど

の大学（または学部・研究節のどのような使途にどれだけ支出するかについて，文部大臣がか

なりの裁量権を有していることも，現行制度上は認められる。制度上は，各大学(または学部・

研究所）の定員等を根拠とする予算積算額が，ただちにそのまま各大学（または学部・研究所）

の予算執行額を意味しないことも確かである。しかし，この場合にも，予算科目区分の本来の

主旨からいって，文部大臣の裁量権はかなり限定されてしかるべきであろう。

さらに，前述のように予算の移流用は大蔵大臣の承認をえて可能となるが，大学が大学予算

の移流用を行なおうとする際には，直接には文部大臣の裁定が大きな意味をもっている。大学

からみれば，予算の執行過程における弾力的運用は，直接には文部省の監督下にあるといって

よい。

（ハ）予算の弾力的運用

上に述べたように，予算の執行には，国法上，厳しい枠がある。しかし，そこには，弾力的

運用の余地がまったくないわけではないので，それがどのように活用されているかが，現実的

には，重要な問題となる。そこで，その実態について，以下に簡単にみておこう。なお，借入

れ，剰余金の積立等については，（ｲ)でみたところであるので，ここでは移流用と弾力条項の二

点を取り上げることとする。

（i）移流用
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Ⅳ国立大学財政の運用

まず，目以下の行政科目についての大蔵大臣の承認については，毎年閣議決定によって，一

部の目の経費につき，大蔵大臣の包括承認があったこととして，各省各庁の限りで流用ができ

るように認められている。そして，この閣議決定に基づき，大蔵大臣の指定が行なわれる。閣

議決定および大蔵大臣の指定を，昭和51年を例にとって示せば，下に掲げるとおりである。

しかし，この措置を逆にみれば，指定以外については移流用の厳格な制限が課されているこ

とを示すのであり，また，移流用は各省各庁の長にのみ許されているので，大学内で自由に流

用を行なうことは原則として認められない。ただ，個別の大学にとって，特別な事情により特

定の経費の費目に不足を生じたときは，本省から追加の示達を受けることによって解決してい

る面がみられること，校費に関しては，ある程度事項間の弾力的執行が行なわれているという

実情があることを指摘しておく必要がある。

そこで，閣議決定に基づく包括的流用以外に認められた予算流用状況のうち，項間の移用を

含めて，経費の増額が行なわれた主要なものを示すと，第３表のごとくである。ここから明ら

かなように当初の移流用は，主として，受託研究・奨学交付金の項間（附置研究所と国立学校）

の移しかえであった。ところが昭和46年度以降には，不用財源を受託研究・奨学交付金に流用

する措置がとられるようになり，かつ，医療費も流用の対象となった。さらに昭和49年度に

は，設備費もこれに加えられるようになってきた。

なお付言すれば，弾力的運用の効果をもつものとして，先に指摘した追，bﾛ配分がある。すな

わち，ほとんど大部分の予算は年度当初に示達されるが，新規に計上された事項で配分方法等

について検討を要する事項，農場演習林経費のように一部収入見合いの経費，年度の進行に伴

う実態に即して配分する必要のある経費等特別な経費については，本省に一時留保され，年度

の途中で状況に応じて配分が行なわれる。迫力ﾛ配分は，通常は本省留保の予算が財源である

が，補正予算に災害復旧費や景気刺激政策として公共事業費扱いの国立文教施設整備費が計上

昭和51年度予算執行に関する手続等について

(:和驚輩u是）
(予算の流用）

2．各省各庁の長は，旅費の類に属する名目の相互間及び庁費の類に属する名目の相互間

における流用については，大蔵大臣の指定する経費及び科目を設置した経費を除き,財

政法第33条第２項の規定による大蔵大臣の承認を経たものとして相互に流用することが

できる。

前項により予算を流用した場合においては，各省各庁の長は，流用したものの科目及

び金額を各四半期経過後，速やかに，大蔵大臣に通知するものとする。
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２，予算の執行

「昭和51年度予算執行に関する手続等について」

（昭和51年５月11日閣議決定）第２号及び第３号に

規定する大蔵大臣の指定する経費について

(鰯i3誤）

「昭和51年度予算執行に関する手統等について」（昭和51年５月11日閣議決定）第２号

（予算の流用）に規定する大蔵大臣の指定する経費及び第３号（目の細分）に規定する大

蔵大臣の指定する公共事業費等を別表のように定める。

別表

１旅費及び庁費の類

区分

(1)各省各庁

の一般会計，

特別会計に共

通のもの

旅澱の類の目

施設施工旅賛

受託業務のための調査，試験，
研究等の旅費

赴任，帰国等の旅費

航海日当食卓料

委員，講師等の旅費

入校生，研修生，修習生，留
学生，研究員等の旅費

外国人の招へい，留学等の旅
費

証人，参考人等の旅費

被収容者，患者，遺族等の旅
費

庁費の類の目

施設施工庁劉

繍溌儀めの調査,試験,
通信専用料

印紙類製造費

手数料

土地，建物，電子計算機等の借
料

雛'工作物等の補修…鰺
航空機及び船舶運航残

捜査賀及び活動費

食糧費

用地処理事務費

工事雑費

目動車重量税

された場合には，これが財源となることもある。

｜iil弾力条項

特別会計については，予算総則において，歳入歳出予算の弾力条項が定められる。たとえ

ば，昭和51年度の予算総則は，特別会計の項の第11条で，次のように定めている。

第11条次の表の左欄に掲げる各特別会計において，中欄に掲げる事由により収入金額が予

算額に比して増加するときは，その増加する金額を限度としてそれぞれ右欄に掲げる経費
を増額することができる。
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第３表移流用による主要経費増額調

」
⑭

(単位：千円）

4９4７ 4８4６4２ 4３ 4４ 4５4１3９ 4０

長囿

2,594,260

６，７９９

△８，９８６

176,232

1,095,711

1,324,504

269,000

563,384

２，３８８

３，８６４

50,937

506,195

４５６，

４，

△３６，

３５，

４５２，

２
５
７
７
７

３
６
７
２
１

４
９
３
６
２

286,333

１，５３２

5,096

28,230

251,475

４
５
１
８

８
８
９
０

９
３
５
０

国立学校

受託研究謝金

受託研究旅費

受託研究費

奨学交付金

校費（設備費等）

大学附属病院

医療費

学用患者費

校費（設備費等）

研究所

受託研究謝金

受託研究旅費

受託研究費

校費（設備費等）

0１9,359 155,719

２，１２３

9,091

4,967

139,538

3２，

２，

８，

２２，

71, 464

71, 464１０５

１５，９０５

△６，６５１

△２５３

８，６１９

△８，３６６

742,218

605,928

136,290

828,191

704,815

123,376

2,986,

2,653,

333,

854

373

481

269,000

899,769△７１， 464

li1iil)１１;！
△３２， 984

４，８６２

5,907

889,000

760

224

△

△３２， △７１， 464



2．予算の執行

特別会計

｢…
￣■ニヘーヘーヘーーーミニヘ戸田ニベーヘグヘンへ'ヘニー ～ジヘニヘーー－－－－－戸～グヘー■一再ニヘーミニー■ゲーーー〆ヘンヘ

附属病院収入，その他の収入の増加 直接必要

この弾力条項の適用を年度別に追ったのが第４表である。

この表から明らかなように，弾力条項が適用されることのもっとも多い事例は，受託研究饗

と奨学交付金である。これは，外部からの受託研究費等が予想を上廻ることがしばしばあるこ

とから，当然予測されるところである。これに対し，医療費等の増加にかかわる弾力条項の適

用は，４２年度以降は３回にすぎない（なお，４３年度における災害復旧費および給与改善は，それぞれ

特殊の事情に基づくものである)。また，４８，４９年度においてはまったく弾力条項の適用をみてい

ない。したがって，全体としてみれば，弾力条項の制度は，十分活用されているとはいい難い

ものがある。

（２）大学への予算の配当

予算が国会で成立した後，政府部内の法令の規定に基づく諸手続きを経たうえで，文部省か

ら各大学に予算の配当が行なわれる。これは，行政機関としての国立大学の総括的な責任者で

ある学長に対する通知と同時に，支出負担行為担当官である事務局長に対する予算決算および

会計令第39条の規定に基づく支出負担行為計画の示達の通知として行なわれる。

予算の示達は，国立学校，大学附属病院，研究所，施設整備費の各項ごとに科目の金額を示

して行なわれる。

当初予算の示達は，国会における予算成立の大幅な遅れがなければ，通常４月中に行なわれ

る。大学の基本的な経費は，この当初の示達で配当されるが，追加の予算の示達は，年度内の

適宜の時期に行なわれる。追加配当の示達は当初の示達と同じ形式で行なわれるが，事項の内

訳を示して行なわれる場合が多い。

また，示達済みの予算であっても，年度途中で節約のため減額示達が行なわれることがある

のは，前述のとおりであり，この減額示達が股近ではむしろ恒常化している。

支出負担行為計画の示達とは別途に，支出官である経理部長または会計課長に対して，予算

決算令第41条の規定による支払計画表の送付が行なわれる。この示達は，通常四半期ごとに行

なわれ，１四半期につき歳出予算示達額の４分の１の示達が行なわれる。歳出予算の示達があ

っても，各大学が現実に予算を使用できるのは，この支払計画に従って送付される金額の範囲

内に限定される。昭和51年度の予算の執行にあたっては，赤字公債の発行に関する財政特例法
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第４表弾力条項適用調

髪|要求文書番号|要求年月日｜項 閣議決定年月月｜承認年月日’承認番号ｌ備考
項｜金額
一
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校
院
枚
費
杖
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所
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所
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２．予算の執行

の国会での成立が遅れる等極度の財源不足が予想されたため，支払計画表の送付が月毎に行な

われた。

さらに，国立学校特別会計においては，支払計画の範囲内であっても，支払元受高に残額が

ないときは，支出ができないことになっている。この支払元受高の制度は，国立学校特別会計

法施行令第３条に定められているが，自己の支払資金の範囲内でのみ歳出金を支出するという

特別会計の性質上，支出しうる現金の有高を明らかにする制度であって，たとえ歳出予算や支

払計画額に残額があっても，現に支払う現金が支払元受高に残存しない限り支払いができない

こととされている。

国立学校特別会計全体の支払元受高は，当該年度の収納済歳入額ならびに一時借入金および

繰替金から成っている。

各大学においても，支払元受高差引簿を備え，これに基づいて支出が行なわれている。文部

省から大学の支出官あてに国立学校特別会計支払元受高転換書により転換された金額と，当該

大学の収納済歳入額の合算が財源となり，毎日の支出済額を差し引いた残額が支払可能な金額

として把握される。

以上，概観した予算の示達の手続きと予算執行の機関を図示すると，第２図のとおりであ

る。

（３）大学内の予算配分

文部省から示達された予算の学内での配分の方法は，大学によってまちまちである。その違

いは，概算要求案の編成の過程における差異に類似している。

次に，二，三の事例に即して，大学内の予算配分の手続きを概観してみる。

〔事例’〕ある大規模な総合大学の昭和50年度予算の学内配分

４月19日：歳出予算の示達について文部省から通知。

４月21日：示達予算の積算内訳の写し。

４月22～26日：同上の内容確認・整理。

文部省からの示達は科目別（頂・目）で一括示達される。学内配分をするためには，事

項別．科目別に整理する必要があり，このため積算内容を十分に把握する必要がある。

４月27日～５月上旬：全学共通経費の所要額を算出し，その財源措置の方法についてＩｌｆ務局

の原案を作成する。

国立大学運営のための予算の主要事項は，庁費，学生当積算校費，教官当積算校費であ

り，とくに当校費は大学の教育・研究，管理の全般に充当されることとなっているため，

全学共通経費の財源として，これらの経費からの一定率を控除して部局に配分するのが通
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Ⅳ国立大学財政の運用

例である。

６月４日：配分原案について事務局案を決定。

６月５日：学長室で配分原案を決定。

６月９～10日：学部長会議．研究所長会議に配分原案の大綱を付議。

６月24日：評議会に同上付議。

６月27日：評議会で決定された予算実施の方針を承認。

このように，決定された配分方針に基づいて，事務局から各部局長宛に予算の示達が行なわ

れる。この示達は文部省からの示達に準じた形式に従い，科目を示して行なわれる。その際，

第２図予算執行の機関
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〔説明および関係法令〕

①内閣は国会の議決に従って各省各庁の長に予算を配賦する。（財政法31条）

②各省各庁の長は配賦された予算に基づいて支払の計画及び支出負担行為の実施計画をたて大蔵大臣の承認を

得る。（財政法34条，同34条の２，子決令18条の２，同18条の９）

③支出負担行為に関する事務の委任（会計法13条，文部省会計事務取扱規程６条）

④支出負担行為の計画等の示達（子決令39条）

⑤歳出金の支出に関する事務の委任（会計法24条，文部省会計事務取扱規程８条）

⑥支払計画の示達（予決今41条）

⑦大蔵大臣が支払計画を承認した旨の日本銀行への通知（財政法34条３項）

③歳入の徴収に関する事務の委任（会計法４条の２，文部省会計事務取扱規程４条）

⑨支出官への支払元受高転換（国立学校特別会計法等の施行に伴う会計事務取扱第４の２の(2)）

⑩自己収入にかかる支払元受高の報告（〃第４の３）
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２．予算の執行

共通経費の留保とは別に，光熱水料，ガソリン代，塵芥処理饗等を事務局で一括支払する大学

では，これらに充当する金額を示達額から留保する方法もとられる。

なお，上記の例では正式の予算配分は６月下旬になされたが，年度開始から正式配分までの

間の取扱いについては，別途事務長会議等を通じて指示が行なわれている。

本部から示達された予算の部局内での配分の方法も，概算要求案の作成の場合と類似してお

り，部局によって差異がある。

大きな部局，とくに自然科学系の部局にあっては，部局の共通経費を留保したうえで各講

座，部門に配分する方式が一般的である。この留保額は，部局により大きな差がある。講座，

研究部門に配分される中間で，さらに学科や研究部の共通経費が留保され，学科や研究部の共

通の非常勤職員経費，図書費，４F務費等に使用される場合もある。

法学部・経済学部等社会科学系の部局においては，各識座部門に配分せず，部局で一括して

使用する場合が多い。この場合には，部局の予算委員会・財務委員会等が，教育・研究・管理

にまたがる諸経費について予算配分案を作成し，教授会または所員会の承認を経て使用され

る。

以上は主として積算校費や旅費についての配分であるが，その他に特別率業費や特別設備費

等のように概算要求の段階から特定の講座，部門等に属するものとして要求される経費や，事

項・科目がきわめて限定された用途に充当される経費がある。

〔事例２〕ある小規模な大学の昭和51年度予算の学内配分

ある小規模な大学における予算の学内配分を示すと，次のとおりである。

この大学の特徴は，昭和51年度に「全学予算委員会」が設置されたことである。これまでの

学内配分案は事務局で原案を作成して評議会に付議，審議されていたが，審議過程，内容につ

いて，かねてから評議会の懸案事項となっていた事情がある。昭和51年５月，評議会に学長か

ら「全学予算委員会」の設置について提案があり，審議の結果，設置が決定された。委員会の

目的，性格，構成等は次のとおりである。

①目的……当初ならびに追加配当予算のうち，主として一般校費（人件YH，謝金，事

項指定経費等を除く）の部局配分と全学共通経費の割合を審議し原案を作成する。

②性格……学長の諮問機関とする。この委員会は予算の執行にはかかわらないもの

とする。

③榊成……委員は各学部から２名ずつ選出し，幹事は事務局長，会計課長とする。

重要な事項については，臨時に部局長が加わる拡大委員会を開き，学長が議長となる。

昭和51年度の学内配分案作成の経過は次のとおりである。

４月６日：国立学校特別会計歳出暫定予算の示達について文部省より通知受領．
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１Ｖ国立大学財政の運用

※

５月21日：歳出予算の示達について文部省より通知受領。

５月12～14日：文部省において，予算の積算内訳の写し作業。

５月17～19日：同上の内容確認，整理，浄書作業。

５月20～29日：当初示達額比較表，職員旅費事項別比較表,校費事項別比較表,51年度職

員旅費･校費･諸謝金積算配分額内訳表，以上の資料を作成（以下，予算資料と称する)。

６月８日：評議会。

予算資料を席上配布。会計課長から資料内容説明。

６月10日：全学予算委員会。

予算資料に基づき，詳細に内容説明。

委員会としての原案作成方針，日程打合せ。

６月11日，１４日：委員会。

本予算成立が例年と異なったことにより,委員会,4「務局は原案作成を精力的に進めた。

６月16日：委員長は学長に校費配分案を答申。

６月17日：臨時評議会。

評議会に全学予算委員会の正副委員長が出席し，原案作成の経過報告，配分案内容を説

明。これに対する質疑応答および審議の結果，決定。

このようにして決定された予算の配分は，事務局から各部局長に配分通知される。職員旅

費，諸謝金については予算積算に示す配分となるが，校饗については積算を基本とした一定割

合の拠出があり，配分されている。

部局内の予算配分は，学部に予算委員会が組織されており，学部の実態に応じた配分がなさ

れており，評議会で審議される内容とは性格的に異なっている。

〔事例３〕ある教育系大学の昭和50年度予算の学内配分

ある教員養成大学の昭和50年度の学内予算配分の手続きを示すと次のとおりである。

３月12日：学内の予算配分に資するため，「校費要求事項別表及び内訳表」の提出を各部局

に依頼。

４月19日：歳出予算の示達について文部省から通知。

４月28日：文部省で示達予算の積算内訳の写し作業（その後の内容確認，整理は前記総合大学に

同じ)。

５月９～14日：各部局の校饗要求事項の内容を経理部で説明聴取。

５月15日～６月15日：経理部において，示達予算に基づき各部の要求を調整し，学内予算編

、l[方針案および学内予算配分案を作成。

※昭和51年度歳出予算は当初40日暫定予算であり，本予算の成立は５月８日である。
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2．予算の執行

６月17日：経理部の配分原案を事務局長に説明し，事務局原案を作成。

６月19日：事務局原案を学長に説明。

６月25日：部局長会に配分原案を付議し，協議して調整。

７月９日：代議員会に配分原案を付議し，審議決定。

（４）大学内の会計機関の権限と責任

ここで，予算の執行の会計事務的側面で重要な権限と責任を有する，国立大学の会計機関の

種類と職務について，みておこう。

（イ）会計機関の種類と職務

まず，国立大学におかれている法令上の会計機関の種類およびその職務は，次のとおりであ

る。

１．支出負担行為担当官（事務局長）

会計法第'3条の規定により，各省各庁の長の委任を受けて支出負担行為を担当する。

※支出負担行為……国の支出の原因となる契約その他の行為をいう（財政法第34条の２）。

２．契約担当官（事務局長）

会計法第29条の２の規定により，各省各庁の長の委任を受け，支出負担行為担当官が所

掌する契約以外の契約事務を担当する。

※契約担当官が担当する契約……国の支出の原因となる契約以外の契約，即ち，歳入の原因と

なる契約，歳入歳出を伴わない契約，前渡資金の支払原因となる契約。

３．支出官（経理部長または会計課長）

(1)会計法第24条の規定により，各省各庁の長の委任を受け，歳出金を支出するため，小

切手の振出または国庫金振替書の交付事務を担当する。

（２）支出負担行為担当官が行なう支出負担行為の確認事務を担当する。

４．歳入徴収官(経理部長または会計課長）

（１）会計法第４条の２の規定により，各省各庁の長の委任を受け，歳入の徴収に関する事

務を担当する。

（２）国の債権の管理に関する法律第５条の規定により，各省各庁の長の委任を受け，各省

各庁の所掌に係る歳入金債権の管理に関する事務を担当する。

※歳入徴収事務……歳入となるべきものの内容を調査決定し，債務者に対し，納入の告知をす

る。また，納入督促をする。

（３）参考……歳入の徴収の職務と，現金収納の職務の兼職は禁止されている。

５．出納官吏

現金の出納保管を掌る゜出納官吏は，各省各庁の長またはその委任を受けた職員が任命
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Ⅳ国立大学財政の運用

する。

（１）収入官吏

現金の収納事務および収納した現金の保管ならびに日本銀行への振込事務を掌る゜

（２）資金前渡官吏

前渡資金の受入れ，保管，支払事務を掌る。

（３）歳入歳出外現金出納官吏

歳入歳出とならない現金の受入れ，保管，日本銀行への振込み，支出事務を掌る゜

６．出納員

出納官吏に所属し，出納官吏の事務の一部を分掌する。

７．物品管理機関

（１）物品管理官(経理部長または会計課長）

物品管理法第８条の規定により，各省各庁の長の委任を受け，物品の管理事務（取得，

保管，供用，処分）を担当する。物品管理は，その管理に属する物品を，各省各庁の長の

定めた分類(物品管理法第３条にいう分類)の趣旨に従って，物品の所属すべき分類を決定

する。

（２）物品出納官

物品管理官の委任を受け，物品の出納および保管に関する事務を掌る゜

（３）物品供用官

物品管理官の委任を受け，物品の供用に関する事務を掌る（教官がこれにあてられること

もある)。

※供用……物品をその用途に応じて国において使用させることをいう（物品管理法第２条）。

８．会計機関の代行

歳入徴収官，支出負担行為担当官，支出官，物品管理官の事務の一部を代行する。代行

の事務の範囲は，主として決裁事務の代決であり，行為そのものは，本官の名において

行なう。

次に，これらの会計機関のうち，基本的なものである，支出負担行為担当官（事務局長)，契

約担当官（事務局長)，支出官（経理部長または会計課長）の職務に係る会計経理の事務処理を図

示すると，それぞれ，第３図，第４図，第５図のごとくであり，さらに，部局における資金前

渡官吏の事務処理を示したのが第６図である。

（ロ）予算執行職員等の賢任

支出負担行為担当官，契約担当官ならびにその補助者は，予算執行職員として，「予算執行

職員の責任に関する法律」による特別の義務と責任を負っている。すなわち，それは弁償責任

といわれるものであって，同法によれば，「予算執行職員は法令に準拠し，且つ，予算で定め
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第３図支出負担行鐺（契約）－支出負担行鶉担当官の事務の流れ図
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第４図契約事務（支出負担行為にかかわる契約を除く）－契約担当官の事務の流れ図
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第５図支出一支出官の事務の流れ図
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第６図前渡資金の経理一資金前渡官吏の事務の流れ図

(前渡資金の受入事務）（前渡資金の支払事務および計算証明事務）
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２．予算の執行

るところに従い，それぞれの職分に応じ，支出等の行為をしなければならない。予算執行職員

は故意又は，重大な過失に因り，前項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損

傷を与えたときは，弁償の責に任じなければならない」と定められている。

また，研究用機器，調度品，消耗品類の物品の供用，出納保管および物品の管理に関する事

務ならびに物品を使用する職員も物品管理法に定める義務と責任を負っている。その際，物品

の使用職員の中には，当然教官も含まれる。すなわち，物品管理法によれば，物品管理職員等

（使用職員を含む）は物品管理に関する法令の規定に従うほか，善良な管理者の注意をもってそ

の事務を行なわなければならず，故意または重大な過失により，物品管理法の規定に違反して

物品の管理行為をし，またはこの法律の規定に従った物品の管理行為をしなかったことによ

り，物品を忘失し，また損傷し，その使用に損害を与えたときには，弁償の責に任じなければ

ならないものとされている。

国立大学にあっては，研究用設備の仕様等が多数の専門分野にわたっており，その決定にあ

たっては，専門的判断が必要とされる。したがって，これに基づく業者への発注，検収等に際

して，教官が，予算執行職員または物品管理職員としての責に任ずることが少なくない。ま

た，事務職員も，会計上の責任を負わなければならない点に注意する必要がある。

（５）予算執行上の問題点

以上に考察したように，国立大学における予算の執行には，種々の問題点があるが，ここで

は，次の二点を，とくに取り上げておきたい。

第一に，国立学校特別会計法成立時に期待された弾力的運用は，現在までのところ，必ずし

も十分に活用されているとはいい難い。また，その際認められる運用の権限は，第一次的に

は，文部大臣に与えられたものであって，国立大学がそれぞれに，自由に弾力的運用をなし得

ることには当然になるものではない。ただ，その点を考慮するとしても，今後，この面でより

積極的な関係当局の対応が望まれるのである。

第二に，後に，会計の決算のところでもふれるが，予算の執行，物品の管理についてはきわ

めて細かな規律とそれに対応する責任が定められている。国民の税金を用いる以上，その使途

について，公正さが担保されなければならないことはいうまでもないが，このことが，大学に

おける研究・教育の姪桔となっている面も否定し得ないところである。教官と職員の緊密な協

力関係を確立することに留意するとともに，研究・教育の円滑な遂行に適した会計諸法規のあ

り方の検討が進められてしかるべきであろう。

6１



Ⅳ国立大学財政の運用

3．決算と会計検査

(1)決算過程の概要

一般に，国家財政の決算過程は，おおよそ，

麟灘1－
会計検査院による検査，検査

報告書の作成，内閣への送付

各省各庁の長による歳入歳出

決算露(歳入歳出決定計算書）

の作成。大蔵大臣への送付

￣

国会における決算審議・承

認

内閣による決算書類（会計

検査報告書を添付）の国会

への提出

￣ ￣

という約１年間の過程からなっている。

この過程の中心をなしているのは，内閣から独立した，身分保障の厚い検査官で構成される

会計検査院による，予算の執行に対する事後的な監督過程である。国立大学財政の決算は，文

部大臣による決算書作成の一部として行なわれるが，その場合にも現実に重要視されているの

は，会計検査院による会計検査である。

決算は，政府の予算執行の責任を明らかにする点で，財政立憲主義上重要な意味をもってい

る。会計検査機関の内閣からの独立も，この原則を制度的に確保するためのものであり，ま

た，国民による予算執行過程の監視という財政民主主義の機能は，国会における決算審議を通

じて果たされることとなっている。しかし，わが国の決算制度では，会計検査と国会の決算審

議がﾂﾄﾞ後的かつ手続き的なものにとどまり，予算執行過程をたえず実質的に監視して反省を生

みだしていくものになっていない。さらに，決算の国会提出が予算執行時からかなり遅れるた

めに決算に関する一般の関心がうすいこと，また財政が大規模化し複雑化したために理解がき

わめて困難であることのために，国会の決算審議を通じての国民の監視機能は著しく形骸化し

ているといってよい。

このことは，大学財政に関しても同様であり，決算が手続上の適法化にのみ追われる傾向に

ある。より本格的な大学財政についての検討と決算審議が行なわれることを望みたい。

（２）大学財政の決算

国立学校特別会計制度の下での国立大学財政の決算も，一般行政官庁のそれとほとんど変わ

りがない。すなわち，国立学校特別会計についても文部大臣が，毎会計年度歳入歳出決定計算

書を作成し，７月31日までに大蔵大臣に送付しなければならず（国立学校特別会計法第13条)，そ

れに基5いて内閣は，毎会計年度この会計の歳入歳出決算を，一般会計の歳入歳出決算ととも
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３．決算と会計検査

に国会に提出しなければならない（同'4条)。そしてその前に，文部省の一部局としての各国立

大学は，毎年度歳入決算書と歳出決算書を作成し，６月15日までに文部大臣に提出しなければ

ならない（文部省会計事務取扱規程第20条)。歳入金の収納期限および歳出金の支出期限は４月３０

日（４月１日から30日までの１カ月間は出納整理期間）と定められており，各大学は４月30日をも

って歳入歳出事務を締切り，決算を行なっている。

この場合，決算書は歳入決算書と歳出決算書を別々に作成することになっているが，その内

容は，歳入決算書にあっては，歳入予算額，徴収決定済額，収納済歳入額，不納欠損額，収納

未済歳入額その他を，科目別に計算して表にまとめ，また歳出決算書にあっては，歳出予算

額，前年度繰越額，予備費使用額，弾力条項による使用額，流用等増減額，歳出予算現額，支

出済歳出額，翌年度繰越額，不用額を，項・目別に計算して表にまとめることになっている。

この形式のもとに，文部省・大蔵省は国立学校特別会計全体の決算書を作成し，会計検査院に

提出し，またそれが会計検査院の検査を経たうえで，国会に提出される。国立学校特別会計の

昭和49年度の決算は第５表のとおりである。

ただし，特別会計法により，国立学校特別会計の決算は，会計上若干の独自性を与えられて

いる。すなわち，

①決算上の剰余金の積立金としての積立て，およびその残額の翌年度収入への繰入れ

②赤字決算に対する積立金からの繰替え補足

③支出未済額の翌年度への繰越し使用

等ができることである。これらの決算上の弾力性についての特例は，大学予算の執行にとって

好ましいものではあるが，しかし，それは決して個々の国立大学にとっての決算の弾力性では

なく，国立学校特別会計全体としてのそれであることに注意しなければならない。

各国立大学にとっては－大学内の各部局・各部門にとってはなおさら－，決算の弾力性

はほとんど認められず，そのために，各大学・各部局・各部門が，年度末に至って配当予算の

消化に追われるといった状況がしばしば見うけられる。このような状況をなくすために，大学

自体も年間の予算の計画的な使用について努力する必要があるが，それと同時に，大学の研究

経費の特殊性を考慮して，予算の繰越し使用等，会計年度の単年度原則に由来する諸種の制約

に対する特例の途が開かれる必要がある。

（３）会計検査および監査

会計検査院による会計検査は，大蔵大臣から送付された決算書類に対する検査と実地検査と

からなっている。国立大学も，国の他の機関と同様に，会計検査院法の定めるところにより，

書類による検査を受けるほか，会計調査官による実地検査を受ける。大学に対する実地検査

は，通常年一回，予算年度終了後数カ月たってから行なわれているが，すべのて大学，すべて
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第５表文部省所管昭和49年度国立学校の歳入歳出決算 。
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３．決算と会計検査

の部局，すべての事項にわたる実地検査は困難であるため，各年度によってそれぞれ特定の大

学．部局・事項について集中的に行なわれるのが通例である。大学によっては，後述の文部大

臣官房による実地監査がこれに代わる場合がある。

検査の対象となるのは，単に金銭の収支である現金会計だけでなく，収支の原因である債権

債務，金銭支出の結果得られた財産の管理等すぺての会計経理にわたっている。また，国から

の補助金も検査の対象となるので，国立大学において使用される文部省科学研究費補助金（お

よび各省試験研究補助金）についても，同時に検査が行なわれる。さらに,国立大学が国の機関

であるため，国費以外の資金の使用も調査の対象とされることがある。

実地検査の結果は，１１月末頃検査報告としてまとめられ，内閣に送付された後，国会に提出

されるが，この検査報告の主体をなすのは，不当事項，意見の表示または処置の要求である。

しかし，検査報告に褐記すべき]１１;項が決定されるまでの間に，問題となる事例について関係大

学に対して，口頭での照会・指摘，さらに重要事例についての文書による照会・指摘が行なわ

れ，その間に改善の処置が識ぜられるものも少なくない。このような手順を経て，さらに会計

検査院の内部での検討が重ねられたうえで，最終的に国会に報告すべき事項が決定されるので

あり，検査内容は検査報告掲記事項をはるかにこえる広範囲の事項に及んでいる。

なお，検査報告に掲記された事項のうち，意見の表示または処置の要求が行なわれた事項に

ついては，後年度の検査報告においてその処置状況が改めて国会に報告される。

次に，国立学校予算が特別会計に移行した昭和39年度以降に検査報告に掲記された国立大学

関係の事項を列記しておこう。

。昭和40年度決算検査報告

検査の結果留意を要すると認められるもの

観測ロケット関係経費の経理について

。昭和41年度決算検査報告

検査の結果留意を要すると認められる!〕の

国立学校の土木工事の工事費の積算について

。昭和43年度決算検査報告

是正改善の措置を要求したもの

国立学校における受託研究費等および奨学寄附金の取扱いについて

改善の意見を表示したもの

国立大学における国有財産および物品の管理について（注．大学紛争関係）

･昭和45年度決算検査報告

処置を要求したもの

研究用試薬等の購入について
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Ⅳ国立大学財政の運用

・昭和47年度決算検査報告

不当事項

ラインプリンター用インクリボンの購入にあたり，材質についての検討が適切でなか

ったために不経済になったもの

処置を要求したもの

病理解剖にかかる経理について

検査の結果当局において処置を識じたもの

鉄骨工事の予定価格の積算について

。昭和48年度決算検査報告

検査の結果当局において処置を識じたもの

くい打ち工事を含む工事の予定価格の積算について

゜昭和49年度決算検査報告

検査の結果当局において処置を識じたもの

校舎等新営工事における鉄筋加工組立て費等の積算について

以上の会計検査院による会計検査のほかに，会計法，物品管理法，国の債権の管理等に関す

る法律等による大蔵省の実地監査がある。これは，決算に対する珈後的検査ではなく，予算執

行過程における大蔵大臣の監督であるが，実際には書類監査だけで実地監査はほとんど行なわ

れない。また，行政管理庁による監察もあるが，これは特定事項についての事例調査であり，

例外的である。比較的ひんぱんに行なわれているものとしては，人禰院による給与監査があ

る。これは,給与等の正当な支払いを監査するものであるが，主として書類による監査であ

る。

さらに，文部省訓令（文部省会計経理zjv務取扱通則）により，文部大臣官房による実地監査，

および大学内における大学管理責任者による定期または臨時の会計監査義務が定められてい

る。これらの措置はそれぞれに機能を果たしているが，一般の行政官庁と異なり研究．教育を

主目的とする大学においては，たんに会計法規の形式的な遵守にとどまることなく，会計職員

と研究者との相互啓発を積極的に行なうとともに，研究・教育機能に適応した独自の内部監査

機構を創造していく必要があろう。

（４）会計上の責任

会計検査に関してとくに指摘しておかねばならないことは，会計上の責任の問題，それをめ

ぐる教官と職員とのかかわりあいの問題である。前述のように，大学には教官から選任された

管理機関（および教官だけによる意思決定機関）と，会計法上および物品管理法上の責任を有す

る，主として?ﾄﾄﾞ務職員が担当する会計機関および物品管理機関とが存在する。ところが，会計
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３．決算と会計検査

検査に際し法的な責任を問われるのは，会計担当職員および物品管理職員（-部の教官を含む）

のみである。

このことのために，ともすれば会計法規となじみのうすい教官と，ともすれば会計法規の厳

格な適用を固執しようとする職員との間に，しばしば意思の乖離が生じがちである。先に予算

執行上の問題点のひとつとして指摘したように，この点に関しては，今後とも，検討を進める

必要があろう。
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Ｖ国立大学財政の内容

1．国立学校特別会計予算総額の推移

最初に，国立学校特別会計予算総額の推移について，その増加率が低いことを指摘しておか

ねばならない。すなわち，第６表（72～73頁の間の折込み表）にみられるように昭和43年度以降，

その対前年度増加率が，一般会計予算総額および文部省一般会計予算の対前年度増加率をたえ

ず下廻る傾向にあり（ただし，昭和49年度以後の最近２，３年は若干改善された)，したがって，過

去11年間（昭和41～51年度）に，一般会計予算総額は5.63倍に，文部省一般会計予算は5.42倍

になったのに対して，国立学校特別会計予算は4.33倍になったにすぎない。また，国立学校特

別会計予算の一般会計予算総額および文部省一般会計予算に対する比率(百分比)も，－この

特別会計が設けられた当初は学生増募等を背景として増加しつつあったが－昭和44年度以降

年毎に低下し，それぞれ，4.6％から3.3～3.5％へ，３８％から３０～32％へと低下した。国立学

校特別会計の歳入の主要部分をなしている文部省一般会計からのこの会計への繰入金の伸び率

は，さらに低く，過去10年間に3.42倍になったにとどまり，したがって，それの文部省一般会

計に占める比率も32％から23％へと低下した。

2．歳入予算の構成

国立学校特別会計歳入予算の構成を主要な項目についてみれば，第６表のごとくであり，一

般会計よりの受入金が歳入の80％前後を占めているのが，歳入予算の第一の特徴である。しか

し，この一般会計からの繰入(受入)金の伸び率が最近低位にとどまっていることは，前述した

とおりであり，そのために，それの国立学校特別会計歳入予算に占める比率が最近急激に下

り，この数年間に，８３％から76％へと低下した。

この一般会計からの受入金の比率の低下を補うべく増加しているのが，財政投融資資金から

の借入金である。借入金は，この数年間に，２０億円から400億円へと急激に増加し，歳入総額

の５％を占めるに至っている。一般に，国立大学財政の弾力的運営のために，施設整備等に長

期の借入金を利用することは必要であり，それが可能である点に特別会計制度のひとつのメリ
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Ｖ国立大学lMiEl〔の内容

第７表国立学校の主要雑収入額

4６年度 4７年度
区 分

予算額｜決算額 予算額｜決算額

途指

託調

場及

寄附

試験

演習

金受

等収

林収

定
査
び

用
受
農

入
入
入

1,280,000

649,000

１，４１１，９３２

1,792,463

869,490

1,308,788

1,638,000

722,336

1,421,986

2,145,794

964,917

1,346,333

ツトがあるのであるが，しかし，一般会計からの受入金の減少を補う形で借入金が増加するこ

とには問題があろう。

一般会計からの受入れに次ぐのが，附属病院収入であり，それは，歳入総額の約12％，昭和

51年度で1,024億円を占め，国立大学の自己収入のなかの主要部分をなしている。もっとも，

大学附属病院の歳出予算が，５１年度で歳出予算総額の18％，1,542億円に達しているので，附

属病院収入は附属病院支出をかなり下廻っている。

それ以外の授業料および入学検定料や学校財産処分収入などは，その額も，歳入総額に占め

る比重も，きわめて小さい。ただし，授業料および入学検定料は最近増加しつつあり，昭和５１

年度には歳入総額の３．２％，約270億円に達した。なお，授業料.・入学検定料等の収入は，そ

の予算化がただちに法的拘束力を与えるのではなく，別個の法令上の規定によるものであり，

また，学校財産等の処分についても会計法規上の厳しい制約があることを付言しておこう。

その他の雑収入のうち，注意すべきものとして，用途指定寄附金受入（奨学寄附金関係）と受

託調査試験等収入（受託研究費関係）がある。その受入れの状況は，第７表のとおりであって，

ある程度の伸びを示している。このうち奨学寄附金については，国内のものは，現金を直ちに

歳入に納付し，同額が国立学校の長に交付されて，経理を委任されることになる。また，その

使途については，寄附の目的に反しない限り弾力的であって，かつ，年度独立の制約もない。

これに対し，受託研究費については，先にみたように，当初予算で予定した額をこえる分に

は，移流用等で財源措置が行なわれるため，年度途中の追加配当となり，しかも，委任経理金

のような歳入歳出外現金としての取扱いは許されず，会計年度内の支出が義務づけられる。こ

のため，受託研究費の受入れおよび執行に関しては，しばしば，会計経理上問題とされている

ので，その効果的解決策が望まれるところである。
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3．歳出予算の構成

（単位：千円）の推移（授業料を除く）

5０年度’５１年度４９年度

予算額｜決算額

4８年度

予算額｜決算額予算額｜決算額予算額｜決算額

4,641,916

2,047,207

2,016,068

4,643,000

1,792,283

2,343,567

2,980,000

1,346,593

1,965,３１３

4,422,568

1,942,919

1,907,095

3,653,000

1,403,275

1,830,365

2,553,500

1,247,511

1,447,653

2,564,410

1,039,881

1,709,474

2,115,100

1,087,961

１，４１７，１６３

3．歳出予算の構成

（１）事項別構成の概観

国立学校特別会計の歳出予算は，前述のごとく，国立学校，大学附属病院，研究所，施設整

備費その他の項に区分されており，そのうち，（項)国立学校には国立大学の学部だけでなく，

高等専門学校等の予算も含まれており，また（項）施設整備費は，国立大学の学部・研究所・

附属病院および高等専門学校等のすべてに共通する費目である。また，（項）国立学校には，

本部事務局経費・国家公務員共済組合負担金・退職手当・休職者給与・公務災害補償費・在外

研究員旅費等の附置研究所・附属病院を含む大学学校全体に共通の予算も含まれている。この

ことを前提として歳出予算の項別構成およびその推移をみれば，第６表のごとくである。

同表に明らかなように，前述の四つの主要項目で歳出予算の大部分を占めている。そのう

ち，国立学校はほぼ55～60％，大学附属病院はほぼ15～18％，附置研究所は７％前後，施設整

備費はほぼ15～20％を占めており，全体としての構成は過去10余年間にそれほど大きな変化は

ないが，しかし，国立学校および大学附属病院の予算が増加した一方で施設整備費が減少した

点に顕著な特徴がみられる。これは，後述のような人件費の増大の中で全体としての国立学校

予算が抑えられてきた結果である。

以上の主要な「項」は，それぞれ歳出予算の積算の根拠となった多くの事項から構成されて

いることは前述のとおりであるが，それらの事項をその支出目的別にいくつかずつ集めて大き

な事項にグルーピングしたものが，予算書に「事項」として計上されているものである。

その大事項は，第８表にみられるように，（項)国立学校では，(1)国立学校管理に必要な経費

(国立学校管理費と略す)，(2)研究・教育に必要な経費（研究・教育費と略す)，（31特殊施設に必要な

経費（特殊施設費と略す)，(4)学生の厚生補導に必要な経費（学生厚生補導費と略す)，(5)設備およ

び施設の更新充実に必要な経費（設備更新充実費と略す）の五つ，（項）大学附属病院では，(1)大

学附属病院管理に必要な経費（附属病院管理費と略す)，(2)研究・教育に必要な経費(研究･教育費

と略す)，(3)患者の診療に必要な経費（診療費と略す)，(4)設備の更新充実に必要な経費（設備更新
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Ｖ国立大学財政の内容

第８表国立学校特別会計歳出予算の事項別構成

唱和39年届

４９２１６７－［

研究・教育に必要な経智 1４１９０－８７３１１８.（］

５１８ＩＣ
rq

Ld

ｒ
Ｌ

[)１１００.［)１５０４－８４５１１００．１１

研究・教渭 ､５２１４－（

ﾘード JIL
r可

L｣

計 21,2971100.0’154,22111000

大学附置研究所管理に必要な経費

学術研究に必要な経費

設備の更新充実に必要な経費

特別事業に必要な経費

国立大学共同利用機関に必要な経費

１
１
１
１
１

Ⅲ
但
旧
仏
に

Ⅲ
（
項
）
研
究
所

4,130

2,448

1,821

1個lｉｌ

ｊ
，
Ｐ
，
Ｊ

公
Ｕ
句
Ｉ
区
』
？
▲
○
．

ロ
ニ

ョ
ユ

３
２
４
２
９

■
●
甲
Ｂ
０

４
３
８
９
４

４
１

１
１

計 10,3131100.0’59,7191100.0

％
麺
、
”
呵
面

く
く
く
く
く

７
５
９
５
３

Ⅳ
大
学
附
属
病
院
、
研

総
括
（
国
立
学
校
、

管理運営費〔Ｉ(1)，Ⅱ(11,ｍ(1)〕

研究・教育費〔Ｉ(21(4)，Ⅱ(2)，、(2)〕

特別事業施設費〔Ｉ(31,m(4)(5)〕

診療関係費〔Ⅱ(3)(5)〕

設備更新充実費〔Ｉ(5)，Ⅱ(4)，Ⅲ(3)〕

１
１
１
１
１

Ⅲ
偲
旧
仏
旧

６６，６５

１９，９８

３，２７

１０，１３

１０，７０

：
７
１
：

０
●
白
●
●

（
皿
叩
）
（
】
（
）
（
）
元
）
（
叩
》
〉
（
咄
）
】

（
』
叩
〉
勺
ロ
ロ
ニ

２
０
０
１
７

486,9

108,1

３２，４

５１，１

４０，１

：
…

３
６
３
２
１

●
●
■
●
●

（
や
〃
。
Ｆ
ｈ
や
》
’
扣
一
会
【
で
”
。
一
‐
『
）

（
品
Ｕ
ご
口
Ⅱ
」

究
所
）

計 110,7601100.0’718,785110001（649）

(注）３９年度予算額については，５１年度と比iihE対照のため組替計上したので，３９年度予算書とは符合しない。
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３．歳出予算の柵成

充実費と略す)，(5)看護学校等に必要な経費(看護学校費と略す）の五つ，（項)研究所では，(1)大

学附置研究所管理に必要な経費（附置研究所管理費と略す)，(2)学術研究に必要な経費（学術研究

費と略す)，(3)設備の更新充実に必要な経費（設備更新充実費と略す)，(4)特別事業に必要な経費

(特別事業費と略す)，(5)国立大学共同利用機関に必要な経費（共同利用機関費と略す）の五つ，か

らそれぞれなっている。しかし，このような大事項区分は，あくまでも歳出予算項目の整理の

必要上なされたもの－それによって国立学校歳出予算の内容の概要を示すためになされたも

の－であり，研究・教育と管理運営とが分ちがたく結びついている大学の実態に即していえ

ば，その各項の管理費と研究・教育関係費（研究・教育費，学術研究費および学生厚生補導費）と

は，明確に区別されうるものではない。とくに各項の管理費には，教職員の俸給・手当等のほ

とんどすべてが含まれているが，それは必ずしも管理運営のためだけの経費ではない。

このことを前提として,まず第８表Ⅳにより，国立学校，大学附属病院，研究所を総括した事

項別の構成をみると，管理運営費が60～67％を占めるのに対して，一般的な研究・教育費は１８

～15％にとどまり，しかも，昭和39ｲ|二度～51年度の間に前者の比重が高まり後者の比重が減少

している。また，特別事業施設饗が3.0～4.5％，診療関係費が９～７％，設備更新充実費が

9.7～5.6％となっているが，昭和39年度から51年度にかけての変化で注目されるのは，特別事

業施設費の伸びが著しいこと,それに対して設備更新充実費および診療関係費の増加率が低く，

その比重が低下していることである。すなわち，人件費を中心とした管理運営費の比重がます

ます増加する中で，特別事業施設費のみは急速に増加するが，それを除く一般的な研究・教育

およびそれを支える設備更新充実費および診療関係費の比重はますます低下しつつあるのであ

る。

そうした傾向は，同表１，Ⅱ，ＩⅡの国立学校，大学附属病院，研究所の各項についてみると

き，より明白となる。国立学校では，大学全体の共通経費を含む管理費の増加-53,492百万

円(67.6％)から374,126百万円(74.1％)へ~が，大学附属病院では診療関係費の比重の低下

-46.3％から32％へ－が，また研究所では，特別事業費および共同利用機関費の比率の急

速な増加-1,914百万円(186％)から20,365百万円(34.1％)ヘーが，注目される。

（２）人件費と物件費

歳出予算の構成は，各項を人件費と物件費とに大きく区分して考察することができる。それ

を示したのが第９表である。

総括的にみて，人件費の増加が物件費の増加をはるかにこえており，昭和39年度から51年度

にかけて，特別会計総額に占める人件費の比重が43.5％から54.2％へ増加し，逆に，物件費の

比重が56.4％から45％へ低下し，その地位が逆転した。この人件費の増加は，主として物価の

高騰に基づく給与・手当等の引上げおよび定員の増加（この10年余の間に３万人）によるもので
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Ｖ国立大学財政の内容

第９表人件愛と物件塾（総括）

昭和５１年度｜（増加率）昭和３９年度

千円

504,845,373

358,188,728

146,656,645

154,220,789

72,902,480

810318,309

59,718,952

27,426,093

32,292,859

120,573,695

120,573,６９５

6,569,891

％

(638）
千円

79,149,864

48,886,494

30,263,370

21,296,553

8,004,335

13,292,218

10,313,１６７

3,848,512

6,464,655

28,820,695

28,820,695

132,500

％ ％

国立学校

Ｍｉｌｊ
大学附属病院

Ｉ;＃
研究所

｜偽：
施設整備費

物件

(1)

71.0

29`0

費
費

61.8

38.2

(724）(2１

費
費

37.6

62.4

47.3

52,7

(579）(3)

費
費

45.9

54.1

37.3

62.7

(418）(4)

賢 100.0100.0

(498）(5)その他

(605）計 845,928,700合 139,712,779

(755）

(483）

(498）

件
件
の

喪
費
他

458,517,301

380,841,508

6,5690891

54.2

45.0

0.8

43.5

56.4

０．１

60,739,341

78,840,938

132,500｡ビ

あるが，本来ならば，物価の高騰は物件費にも及ぶべきものであり，また定員の増加につれて

物件費も上昇すべきものである.そして，現在の教職員の給与等（退職金を含む）水準が決し

て高くないこと，および研究・教育手段が高度化しつつあることを考えるならば，研究・教育

のための物件費の比重の低下は憂慮すべき事態であるといわなければならない。物価の高騰が

人件費を押し上げ，それが全体としての大学予算が抑えられている下で物件費をますます圧迫

していく傾向は，とくに最近顕著にみられるところであり，人件費と物件費のバランスをいか

にして確保するかは，当面の大きな問題である。

人件費と物件費の割合の変化を各項ごとにみると，国立学校，附属病院，研究所の各項と

も，いずれも人件費が10％程度比重を増加せしめているが，とくに国家公務員共済組合負担

金・退職手当等の共通部分を含んでいる国立学校（項）では，その割合が７１％に達したこと

が注目される。

人件費の内容は，第10表にみられるように，その大部分が教職員の基本給・諸手当である。
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３．歳Ｈ１予算の撒成

第10表人件喪，物件蜜の内訳（国立学校，附属病院，研究所の総計）

百万円 ％ 百万円 ％％

(1)人件費

職員基本給

職員諸手当

超過勤務手当

体職者給与

国際機関等派遣職員給与

公務災害補償費

退職手当

国家公務員共済組合負担金

38,115

13,915
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２２
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１３，５４８

２，４５７

９，５９２

５，５７２

１，７８４
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163,635

４，４９６

５１，８８０

４，６１０

３，３３４

１，４３５

１，３１９

１１６

５，２８１

５．２

０．９

３．７

２．１

０．７

0.9

87.6

62.9

17

19.9
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１．３

０６

０．５

０．１

2.0

（587）

(1446）

(1329）

(1424）

計 5０，０２０１１０００１260,2681100.0｜（520）

(注１）５目系統はｦ蠕動職員手当の類，６月系統は諸謝金の類を示す。

(注２）医療費・医療機器整備澱・学用患者費・食樋費の計
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Ｖ国立大学財政の内容

教職員の俸給は，別途に俸給表への格付けによって決定され，俸給表は，一般の国家公務員の

給与決定と同じく，人事院の勧告に雄づき政府が決定する。「俸給予算の執行にあたっては，

歳入歳出予定計算書に掲げる政府職員予算定員及び俸給額表によるものとし，当該経費の金額

の範囲内であっても，当該定員の増加又は俸給額の増額をみだりに行なってはならない」（予

算総則）し，また諸手当についても，その支出基準が別途に定められている。人件費について

の大学の|÷|主的運用の余地はほとんどないといってよい。

人件費の増加の中で注目されるのは，共済組合負担金，退職手当および諸手当の増加率が高

いのに対比して，基本給のそれが低いことである。

物件費の内容は，施設整備費（項）を除き，国立学校，附属病院，研究所の三つの項につき

総括した同表（２）にみられるごとくである。物件費の大部分を占めるのが，校費,各所修繕，

医療費等からなる９月系統の物件費である。そのうちもっとも多いのが校費である。校費は物

件費の約60～70％を占め，大学予算の中でもっとも重要な項目である。この校費の増加率が

物件費総額の増加率より低く，その比重を低下させてきたことが注目される。それに次ぐの

が，医療費・医療機器整備費・学用患者費・食糧費等からなる医療関係費の約20％であるが，

これらは大学附属病院（項）のみに属する予算である。その他に各所修繕と電子計算機等借料

があるが，前者は最近急速に比重を低下し，後者は増加している。これらは，国立学校．附属

病院・研究所の各項の中に行政科目として設けられ，基準単価に応じて予算が瀬算計上される

が，その積算どおりに各大学に「配当」されるのではなく，文部省のいわゆる「ひもつき予

算」として各大学の要求に基づいて「配当」される。

その他の主なものとして，８１]系統の旅費と16月系統の物件費(奨学交付金等）があり，それ

ぞれ数パーセントを占めている。とくに後者は最近増加している。旅費は，赴任旅費．外国旅

費・在外研究員旅費(他に施設整備饗の中に含まれる施設施工旅費がある）等の使途の限定されたも

のを除くと，基準単価と定員を基礎にして積算される職員旅費が主要なものである。職員旅費

は各大学に「配当」されるが，この一般的な研究・教育および管理運営のための教職員旅費が

きわめて少額であることは周知のところである。しかも，旅費への予算の流用は厳しく制限さ

れているために，研究・教育および管理運営の大きな制約となっている。以上の他に，物件費

のひとつの大きな事項として，土地建物の取得・新営のための施設整備費（項）がある。この

中には若干の旅費・謝金等も含まれるが，その大部分は設備費である。これは，概算要求の時

からその目的を明確にし，その特定目的に応じて一定の基準に基づく予算が計上される。建物

の新営のための予算がきわめて限られており，老朽施設の建て替えや学生増募や学科等の新

設，そして，新営が認められても，付帯施設の予算が実施面で不足するために，校費からの持

出しとなることもある。これらの国費のほか，卒業生などの寄附金によって施設が整備される

こともしばしばみられる。さらに建物については各大学および部局ごとに定員に応じた規定坪
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3．歳出予算の構成

数があり，それにより建物面赦は制限されている。

（３）枚費

物件費の主要部分を占める校費の主要内容を示すと，一般的には，教官当積算校費および学

生当菰算校費であり（学科・講座等の新設・拡充に伴う初度調弁饗もこれらと同一の性格をもつ)，国

立学校・大学附属病院・研究所の合計で，教官当積算校費および学生当積算校費は，両者あわ

せて校饗総額の半分程度を占める。

当積算校費の多いことが大学予算の特徴であり，それが大学の研究・教育の自主的な遂行を

財政面から支えるものとして重要な意義をもっている。しかし，この当積算校費は，戦前の講

座費のように，ただちに教官研究費や学生経費を意味するものではなく，したがって，またそ

のすべてが直接に研究や教育のみに支出されるのではない。研究と教育が一体化している大学

においては教官当積算校費と学生当積算校費とは執行上一括して使用されている。またそれら

は，研究・教育と管理運営とが密接な関係をもっている大学において，大学本部および各部局

の管理運営の経費にも充当すべきものとされているし，実際にも，大学に「配当」された予算

（本省留めおき部分が控除されている）のうち，大学本部および各部局の管理運営の経費にその何

パーセントか力:充当されている。

教官当菰算校費および学生当積算校費の単価は，概していえば，戦後インフレーションの時

期に実質的に戦前水準の10分の１におちこみ，その後，昭和30年代から40年代へかけて次第に

回復してきて，実験・臨床講座はほぼ戦前水準に達したが，この間に実験および臨床講座と非

実験講座との間，とくに講座制と学科目制との間に著しい格差が生じるに至った。また，教官

当積算校費の伸びに対比して学生当積算校費の伸びはきわめて低かった。すなわち，新制大学

発足後のその単価の概要を示すと第11表のごとくであり，特別会計発足時の昭和39年頃まで

に，非実験講座は実験および臨床講座の４分の１ないし５分の１になり，また学科目制は実質

的に講座制の40％前後になった。その後，講座制と学科目制の格差の是正のための努力が続け

られ，またとくに修士講座制が設けられてその単価の上昇が図られている（新制大学の多くが次

次と修士識座制へ移りつつある）が，なおこの格差は著しいものがある。

最近はこれらの積算校費の単価は毎年度改訂され，毎年５～10％ずつ増加しているが，物価

上昇率に追いつけない状態にある。すなわち第12表にみられるように，昭和44年度を１００とし

て51年度の指数をとると，教官当秋算校費は講座制で約150,学科目制で180前後，学生当積算

校費は180前後となるが，この間に消費者物価指数は207.2となっているので，実質的に減少

を示している。この積算校費の増額については，大学側も毎年度要求し，文部省もそれなりの

努力をしているが，最近では，教官当積算校費は，各省各庁に属する試験研究機関に計上され

ている研究員当積算庁費と同一視され，統一査定の対象となり，各省各庁の各機関と同率の増

7７
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３．歳出予算の構成

額しか認められなくなっている。そのために，大学予算に特有の事項を新たに設定して校費の

増額を図D，それで教官当積算校費の補完的役割を果たさせようとする試みがみられる（たと

えば，５１年度における新規事項の教育方法等改善経費，特定研究経費等はこれに該当すると思われる)。

しかし，こうした支出目的を特定した新規事項の設定による大学予算の増額が必要だとして

も，大学予算の自主的運営を確保するためには，むしろ教官当積算校費の増額を図る必要があ

る。それと同時に，その当積算校費の基礎となる単価の決定の根拠についても再検討される必

要がある。とくに学科目制と講座制との差別は，大学院の基礎となるかどうかによって根拠づ

けられ，その差額が大学院経費の不足を補充するように配慮されているようである。しかし，

たとえばＤ大学の場合，教養課程が学科目制で，専門課程が講座制である（したがって専門学

部は講座制，教養学部には講座制と学科目制が並存している）が，教養課程所属教官で大学院に関係

している者もあり，また，附置研究所所属教官の積算校費は大学院担当の有無にかかわらず同

一（もちろん実験・非実験の差はある）で，部門制による個人当積算となっており，こうした差の

合理的根拠を見出すことは困難である。

学生当積算校費の戦後の伸び率が低く，絶対額として低い水準にあることは前述したが，最

近若干改善され，とくに大学院と一般教養課程を中心としてかなり増額してきている。このこ

とと学生数の増加により，それの校費中に占める比重は昭和39年度の8.6％から51年度の１１２

％へ増大してきた。そして，この最近の増額は，多分に授業料の値上げと関連づけられている

ようである。しかしもともと学生当積算校費も，あくまで積算校費であり，それがただちに学

生経費を意味するものでなく，しかも，それのみで学生経費をまかなえる額にはなっていな

い。とくに大学院の場合，固有の施設費や管理運営費がほとんど認められていないこと（これ

についても，最近若干改善されてきた）と相まって，学生経費の確保が各大学の悩みとなってい

る。

校費の中で，もうひとつの大きな柱となっているのが，各種の設備施設の更新・充実のため

の経費である。前述の土地建物の取得・新営のための施設整備費（項）や建物の維持修繕のた

めの各所修繕（目）および大型の医療機器のための医療機器整備費（月）等を除いて，ほとん

どすべての設備の更新・充実の経費は，校費（月）の中に含まれている。それの合計は，国立

学校・附属病院・研究所を通じて校費の20～30％に達している。しかし，この10年余の間にそ

の伸び率は300％余にとどまり，その比重を大きく低下せしめ，とくに最近では物価の上昇率

に追いつけない状態で，実質減となっている。また，周知のように近時の科学の進展はめざま

しく，日進月歩の各種研究機器が必要とされるにもかかわらず，その調達は容易でなく，大学

の現有設備の老朽化が問題となっている。

なお，研究所の校費においては，とくに最近，科学衛星およびロケット観測費（昭和51年度

で研究所校費の22.8％を占める）に代表される特別事業のための経費が大きな比重を占めてきた
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第12表積算校費・旅喪の単価の推移

(単位8円，（）内指数）
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Ｖ伺立大学財政の内容

ことが注目される。国立大学共同利用機関の部分を含めて特別ｲﾄﾞ業等の経費は，この10余年間

の伸び率が大きいが，一般的な学術研究経費の伸びは相対的に小さくなっている。また，大学

附属病院の校費については，附属病院の管理に必要な経費（このうち最大なのが光熱水料）が２０

％から30％へ増加したのに対し，患者の診療に必要な経費が51％から41％へ低下したことが注

｜｜される。

4．大学の財産

（１）財産概況

国立大学の財産のうち，土地建物等は，国有財産法上の国有財産であるが，さらに，それは

行政財産のうちの公用財産に区分される。

昭和49年度末において国立学校の所有する財産は，第13表および第７図に示すとおり，特別

会計所属財産の大半を占めている。また内容的にみても，土地，立木竹，建物，工作物，船

舶，航空機（グライダー)，地上権等，特許権等であり，量的に彪大であるのみならず，質的に

もきわめて多彩である。

さらに，これらの点をより具体的に学校種別・使用区分別の土地面積，施設別建物面積，特

別会計発足後の学校種別・使用区分別の土地面秋の推移，特別会計発足以降の区分別・構造別

建物保有面積の推移からみたのが，第14表～第17表である。

第13表昭和49年度特別会計所属行政財産

建 物立木竹地土

価格価格｜価格’数 量：量数

円

394,359,589,412

145,777,130,００３

14,797,035,598

25,470,287,868

1,063,557,389

12,131,759,269

46,209,319,245

Ｈ

37,530,480,495

212,581,697

5,170,039

79,833,757

1,259,598

5,640,360

27,459,951

ｍｅ

13,826,667

５，１３１，１８６

555,459

838,229

７９，８５４

406,478

1,771,768

、￣

1,286,996,759

２１，９３３，８３６

937,830

３１，３７８，４４４

７３，２５４

443,232

5,101,994

607,895,118,313

104,963,169,919

14,006,025,441

114,822,238,412

１０，１６４，３４８，８６６

6,115,690,598

35,965,910,807

文部省

１１‘生省

雌林省

運輸省

郵政省

労働省

建設省

1,346,865,3491893,932,502,386137,892,425,897122,609,6411639,808,678,784計
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４．大学の財産

（２）問題点

国有財産法の適用を受ける大学の財産管理に関して，研究・教育上の点からみた基本的問題

は,先に指摘したとおりである（31頁参照)。この点は別にしても，国立学校の土地建物の面積

は’１校当りにしても，鱈大であり，その種類も多様であるのみならず，事務局所在地から雛

第７図

運輸省

昭和49年度特別会計所属行政財産・公用財産の省庁別内訳

005％）

32ｍｉ
ｏ／、
／ZＬｄ

Ｓ－ｄＬｚＭ

農林省
､６９

厚生
5９

％

公用財産の省庁別内訳表

、格｜数量’価格｜数量｜価梯 浴１価柁

(39,197,546,2）
316,978,197

（6,562,2）
777,867

（262件）
31,437,010

224,673,823,052

71,958,918,106

6,064,765,673

94,288,331,892

98,239,175

4,678,350,058

21,983,044,3821

1,396

１

５１

６３９

6,896,039,251

3,526,524

358,660,140

15,696,255,974

19128,921,104

713,367,009,318

(１件）

(1,134,2）
937,161

4001805,280,847

…5,472,33812,487123,759,7…’2613,395,…21(39継鰯 （263件）
31,437,010
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Ｖ国立大学財政の内容

第14表学校種別・使用区分別
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４．大学の財産

(単位：平方メートル）土地面積推移

4７年 4９年4８年 5０年’５１年’５２年
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０
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第15表区分別・構造別建物保有面積推移 (単位：平方メートル）
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4．大学の財産

れた所にある場合も多い。したがって，適正管理の点からすれば，職員の増強が望み難い現

在，巡視要員の外注方式や，巡視設備のための予算措置が必要であろう。また，非効率使用

財産の整理等による土地利用の効率化を促進することも積極的に考慮さるべきである。さら

に，各大学で苦慮している構内通過および駐停車自動車に対しても，より抜本的な対策をとる

ことが可能なような，法令，行政措置の改正が，考えられるべきであると思われる。

第16表昭和50年度学校種別・使用区分別の土地面積調（単位:平方メートル）

区分臘舎篭懐續蔦 屋外
運動場 藤輔実験実習地 その他 合 計

､.(Xｊ４１Ｌ２６０．８８３－９６４

IFT

合計|…Cl率…|…沖１２瓦豆5FIZ三TIz5Iz5:Trz55五両

第17表昭和50年度施股別建物面積調
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Ｖ国立大学財政の内容

(つづき）

分｜保有面菰分｜保有面薇|｜区分｜保有面穂|｜区区

ｍｚ

９９，２７６

27,014
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５２，９８１
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４，２５４

１４２
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６２，４１７

１０，４７２
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附属小学枝
屋内運動場

附属小学校付帯施設

附属幼稚園

附属養護学校舎

附属盲ろう学校舎

附属特殊学校
屋内運動場

附属特殊学校寄宿舎

大学事務局庁舎

一般管理施設

大学図書館

大学屋内運動場

屋外運動場付帯施設

大学識堂

大学福利施設

大学保健管理施設

大学課外活動施設

学生寄宿舎

短期学生宿舎

教官宿泊施設

学内共用施設

中央設備室

学部等設備室

研究所等設備室

病院等設備室

附属学校等設備室

本部等設備室

高専校舎

高専管理部

高専図書館

高専屋内運動場

高専福祉補導施設

高専寄宿舎

高専設傭室

共同利用機関

図書館短期大学

国立久里浜養護学校

共同利用機関等
設備室

医学部附属病院

分院

歯学部附属病院

研究所附属病院

着護学校

保健婦学校

助産婦学枝

診療放射線技師学校

臨床検査技師学校

歯科衛生士学校

歯科技工士学校

着護婦宿舎

各種学校

附属高校校舎

附属高校屋内運動場

附属高校付帯施設

附属高校寄宿舎

附属中学校校舎

附属中学校
屋内運動場

附属中学校付帯施設

附属小学校校舎

合 計 13,025,725

5．定員と職種

（１）慨況

まず，国立学校特別会計の予算定員に関して，昭和39年度と昭和51年度を比較してみると，

第18表のとおりである。この表によると，昭和39年度に対して，昭和51年度では，約30％の増

となっている。しかし，その間の学生・生徒数の増加をみると，第19表に示されるように，そ

れらは50％増を示していることがわかる。さらに，Ａ大学を例にとって，教官，その他の職

員，学生の定員数を比較すると，とくに，教官以外の職員の数が，相対的に顕著に減じている

８８



５定員と職種

（単位：人）第18表国立学校特別会計の予算定員の比較表

指定職|行政H|行政(二||海事H|海事'二||教育H|教育ﾛ|教育'三||教育囚|医療H|医療|ｺﾞ|医療(三｜計
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第19表学生・生徒総数の比較 (単位：人）

39年度’５１年度 39年度’５１年度

大学院

博士課程
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専攻科
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ことがわかる（第20表，第８図参照)。

ところで現在，国の行政機関における常勤の職員の定員に関しては「行政機関の職員の定員

に関する法律」があり，国立大学の職員もその適用を受ける（ただし，昭和52年法律29号による国

立学校設圃法一部改正の結果，昭和48年度以後に設置された国立大学ならびに同年度以後に国立大学に置
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Ｖ国立大学財政の内容

かれた医学部および歯学部で，同法所定の大学・学部等に恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の

職員は，当分の間，総定員法の職員に含まれないものとされた)。そして，国の人事計画における数

次の定員削減計画の対象ともなっている。すなわち，第４次定員削減計画による国立学校特別

会計の削減数は，４年間で，2,568人であり，５１年度末の総定員の2.2％にあたる。この数値は

全部で，４年間に，３２％の削減を図る政府計画の中では，比較的優遇されているといって

よい。これは国立学校の特殊性に鑑み，教官および附属病院の看護婦・医療技術職員等にかか

る定員について，削減の対象外とする措置と関連している。しかし，その結果，そのすべてで

はないが，しわよせが，大学の一般の職員に及ぶこととなる。すなわち，上記の削減外対象職

員を除いて，先に示した2,568名の削減を率で示すと，5.5％強にのぼることになる。さらに，

これを個別の大学でみると，職種別定員の分布状況によるが，Ｂ大学では5.7％，Ｃ大学では

5.52％となっている（第21表(A)および⑧を参照）。このように今次の定員削減計画は,マクロでみ

ると3.2％ではあるが,国立大学の現実に則すれば,５～６％という,高率の削減を意味すること

に注意する必要がある。

第20表Ａ大学予算額，学生・教職員定員数の推移
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5．定員と職種

第８図Ａ大学学生・教職員数の推移

(項）国立学校

（２）問題点

一般的にいって，行政改革の一環をなす定員管理については，常に，その合理化を図らなけ

ればならないことはいうまでもない。しかし具体的な定負数に関しては，必ずしも一律に処理

をすることに適さないものがある。教官，病院看護婦等が，削減対象外とされているのもその

ひとつであるが，その他の一般職員についても，現在以上の削減はきわめて困難な事情にあ

る．

すなわち，国立大学の場合においては，研究・教育の現場にあって，他に流用のできない職

務を担当している者があり，実際問題としては，これらの分野での削減は期待し得ない状況に

ある。これを具体的に前記の大学を例にとって示したのが第21表である。職種欄の,教育･研究

補助職員，図書職員，医療関係職員は，事柄の性格上，削減が著しく困難であって，Ｂ大学で

は，これらの者が，総数386名のうち112名，Ｃ大学では，489名のうち125名にのぼっている。

そこで，削減の対象としては，その他の職員に求めなければならなくなる。しかし，３次にわ

たる定員削減の結果，それも限界に達していることが指摘される。同じく，Ｂ大学，Ｃ大学に

例をとってみると，係長以下の定員が，１名またはＯという係が，過半数に達しているのであ

る。

以上の傾向は，他大学にも，ほぼ同様にあてはまることである。さらに，すでに指摘したよ
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第21表(Ａ）職種別定員配置数 く
画
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第21表(Ｂ）職種別定員配置数
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Ｖ国立大学財政の内容

うに，学生数との相対的開きは，一層大きくなっており，それは当然，事務量の増大化をもた

らすものである。さらに，これに加えて，大学における事務内容が，他の一般官庁と比べてき

わめて特殊性のあるものであることに注意しなければならない。教育・研究や診療に密着した

職務については，いうまでもないが，一般的な事務処理においても，その特殊性を否定するこ

とはできない。例を会計事務についてみれば，次の点をあげることができる。

①支出負担行為事務

イ．予算規模に比べて，支出負担行為の件数がきわめて多い（国立学校分は，国全体の３分

の１の件数にのぼる)。

ロ．教育，研究，診療に直接関係するため，広範多岐にわたり，専門的な検討を要するも

のが多い。

②物品管理事務

イ．取扱物品の細分類は，機械，器具，図書，標本，動物，文化財，美術工芸品，被服お

よび寝具，原材料品，貴金属，薬品，消耗品，生産品，食糧品，不用品等，中央官庁

が，ほとんど庁用品に限られているのと異なり，その細分類をみると全産業的品目に分

類されている。

ロ．教育，研究，診療，学生課外活動等，管理範囲が広いため，その分類換，管理換，取

得，不用決定，売払，貸付，処分等の件数がきわめて多い。

③債権管理事務

イ．債権の取扱種類が中央官庁や地方官署に比べて非常に多い。

ロ．債権発生後の異動（授業料等の減免，分納延納等）および不履行に伴う告知，督促事務

が多い。

④国有財産事務

イ．管理財産の種類・量が他官庁のそれに比べて，彪大な規模になっているほか（82頁参

照)，地上権，特許権等の管理が加わる。

ロ．校舎，キャンパス以外に，農場，演習林，牧場，臨海実験所，各種観測所，研究施

設，寄宿舎，運動場等の土地建物があり，その適切な管理には，多くの人手と時間を必

要とする。

ハ．国有財産の取得，交換，処分，貸付等の辮務手続きについて折衝窓口が多い。

⑤その他の特殊事務

イ．委任経理金，受託研究費，科学研究費等の件数がきわめて多い。

ロ．訓令，文部省会計課長等からの通知等に伴う調査，報告書に対応する事務量が多い。

ハ．外国人教師，外国人留学生の受入れ，教官の海外研究等に伴う事務がきわめて多い。

大学の事務職員は，別に記したような大学の教官との関係があり，さらに以上のごとき事情

，４



５．定員と職種

があるため，法令のあり方のみならず，定員管理についてもＪ他の通常の官庁と同様に取り扱

うことは，大きな疑問のあるところである。

さらに，大学財政上，大きな問題となっているのは，かかる定員削減と，いわゆる「臨時職

員」（賃金職員で，ほとんどが校費の科目から給与を支払われている者）の関係である。国立学校特

別会計発足の数年前に，賃金職員の定員化が図られ，パート的賃金職員を除いて，－時その数

は大いに減少した。しかし，一般職員に関する事務量の増大と反比例して，定員削減が行なわ

れた結果，臨時職員を雇傭して，その補完をしていかざるを得ない場合があり，大学により差

があるが，その実態を全体的にみれば第22表のとおりである。しかしながら，臨時職員につい

ての予算計上は，病院における特殊な要員についてのみ若干認められているが，その他につい

ては，大部分が学内操作によって，経費をまかなっているのが実情である。このまま放置すれ

ば，校饗全体が圧迫される状態に追い込まれる可能性すらあるといえよう。

第22表国立学校非常勤職員（日日雇用職員）在職状況

1．機関種別在職状況 (昭和52年７月１日現在）

人

8,566
人
２ 人

180

人
１

人

４０

人
２ 人

８，７９１

(注）併設短大は「大学」に含む。

２．職務区分別調 (昭和52年７月１日現在）

職務

麺ｎ丁】ロＩＦ

受１mＴ補助１１
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量療脇 ５（ｌ５－４ｑｊ

i静筐 3０（0.9Ｃ

3,791（ｌⅨ).Ｏ呪

(注）計欄（）内は構成比

３．年度別推移 (各年度７月１日現在）
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Ｖ国立大学財政の内容

6．大学財政の逼迫

先に，ＩＲＩ立大学財政の内容を分析し，国立学校特別会計予算が，相対的にみて順調な伸びを

みていないことを指摘した。また，とくに積算校費が，物価上昇率を下廻る傾向にあることも

明らかにした。たしかに，国立学校特別会計は，年々その規模を拡大してきている。しかし，

それはマクロ的にみた学生増，施設増，組織の拡充，定員増，大規模プロジェクトに直接には

対応するものであって，より小さな単位をとってみれば，むしろ大学財政の逼迫とでも形容す

ぺき状態にあるといえよう。

例えば，ある二つの大学の基準的経費の予算の増加をみると，５年間で54％および67％増に

とどまっているのに対し，経常維持管理費の支出実績は，９７％および150％の増加となってい

る。この場合，経常的経費のうちの光熱水料と賃金には，一部分研究室の実験研究に費される

光熱水料と研究補助のための非常勤職員の賃金を含めて計算したが，このことを考慮にいれて

も，支出実綴の増加には著しいものがある。これは，基準的予算をもって充当される教育用・

研究用設備の購入・補修，試薬・材料等の教育研究用の消耗品の購入，図書の購入等に圧迫が

加わっていることを意味する。この点は，さらに経常的経費の支出実績が基準的経費の予算額

に対して占める割合からみて，端的に示されている。すなわち，昭和46年度の割合36％および

15％に比して，５年後は，実に47％および23％の割合を占めるに至っているのである。以上の

点に関しては，附置研究所も，学部に似た傾向を示していることを指摘することができる。

次に，研究のための基本的素材となる法・文系の学部の図書購入費を具体例に従って調査し

てみると，これらの伸び率は，過去５年間における上記の経常的経費の伸び率を下廻っている

ことがわかる。図書の価格の値上り率を考慮に入れると，実質的な図書購入は低下していると

もいえるのである。その際，図書購入費が，当該学部で使用する校費の総額の60％を越してい

ることに鑑みれば，図書が，これらの学部の研究の中心的手段であることからして，まさに，

大学財政の逼迫の名に値するものである。より高価格の実験設備を要する理工系譜学部および

研究所に関しては，事態は一層深刻なものがある。工学部系講座では約600万円の講座当積算

校費が約200万円となって講座に渡っている例もみられる。また，研究所でも約760万円が最

終的には部門には200万円弱が渡っているだけのこともある。理工系の部局においては，実験

研究の設備の高度化に伴い，その維持，補修量の高騰，実験用の消耗品の高騰が著しいだけ

に，かかる状態は，はなはだ憂慮すべきことはいうまでもない。

以上を要するに，一般物価，公共料金，研究用物品の値上りに，大学財政は対応しておら

ず，このように推移すれば，大学における研究・教育に，財政的側面からして，重大な障害を

招くであろうことは明白であって，関係者の適切な配慮が切に望まれるのである。
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